
北
斉
の
中
書
舎
人
に
つ
い
て

|
|
顔
之
推
、

そ
の
タ
ク
チ
ク
ス
の
周
遅
ー
ー
ー

榎

本

あ

ゆ

ち

一

は

じ

め

に

ニ
文
宣
帯
期
の
中
毒
舎
人

付
軍
務
官
と
し
て
の
舎
人

同
二
重
園
都
・
向
書
制
と
舎
人

三
北
費
後
期
の
中
書
舎
人

村
軍
務
官
と
北
斉
後
期
政
治
史

口

後

期

舎

人

逮

四
結
び
に
か
え
て
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t土

じ

め

北
旗
開
の
天
保
九
(
五
五
八
)
年
六
月
、
文
宣
帝
は
音
陽
か
ら
の
北
巡
の
途
上
、
郁
蓮
池
(
天
池
〉
に
到
着
し
た
。
一
一帝
に
屋
従
し
て
い
た
顔
之
推

に
こ
こ
で
重
大
な
事
態
が
お
こ
?
た
。

一帝が
彼
を
こ
の
政
先
で
突
然
中
書
舎
人
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
之
推
は
、
任
命
書
の
停

257 

達
に
あ
た
っ
た
中
書
侍
郎
段
孝
信
に
泥
酔
の
醜
態
を
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
任
命
を
回
避
し
た
。
之
推
の
タ
ク
チ
ク
ス
を
史
書
が
直
裁
に

(

1

)

 

記
し
た
も
の
と
し
て
宇
都
宮
清
士
口
氏
が
指
摘
し
た
著
名
な
出
来
事
で
あ
る
。
但
し
何
故
彼
が
舎
人
就
官
を
桓
否
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
不
明
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の
ま
ま
で
あ
る
。

も
と
よ
り
嘗
時
の
文
宣
一帝
は
、
強
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
と
様
々
の
欝
屈
に
よ
り
狂
昏
の
態
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
し
ば
し
ば

で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
一帝
の
身
近
に
仕
え
る
こ
と
と
な
る
舎
人
就
官
を
之
推
が
危
倶
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
事
件
の
約
二
年

前
、
西
貌
か
ら
命
を
賭
し
て
北
費
に
亡
命
し
た
之
推
は
そ
の
勇
決
さ
を
賞
賛
さ
れ
、
奉
朝
請
と
し
て
一
帝
一
の
左
右
に
侍
し
顧
問
を
う
け
て
い
た
。

し
た
が

っ
て
舎
人
が
狂
昏
の
皇
帝一
の
側
近
の
官
で
あ
る
事
は
、
既
に
一
帝
一
の
身
近
に
仕
え
て

い
た
之
推
が
就
官
担
否
を
す
る
そ
の
理
由
で
あ
る
と

は
考
え
づ
ら
い
。
舎
人
の
機
能
、
及
び
皇
帝
と
の
閥
係
を
も
含
め
た
政
治
世
界
に
お
け
る
舎
人
の
位
置
づ
け
に
こ
そ
、
そ
の
就
官
担
否
の
理
由

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
後
年
、
之
推
が
後
主
期
に
文
林
館
の
主
宰
者
と
な
っ
た
時
、
そ
の
官
位
が
通
直
散
騎
常
侍

・
領
中
毒
合
人
で

あ
っ
た
事
を
考
え
る
と
、
舎
人
の
機
能
、

そ
の
位
置
づ
け
に
、

天
保
年
聞
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
舎
人
就
官
に
結
び
つ
い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
2
〉

中
書
舎
人
は
言
う
ま
で
も
な
く
詔
般
の
起
草
を
中
心
的
職
務
と
す
る
中
書
省
の
属
官
で
あ
る
。
長
官
た
る
監

・
令
が
説
西
耳
目
期
に
お
い
て
は

詔
敷
起
草
、
即
ち
草
制
の
任
を
負
っ

て
い
た
が
、
東
耳
目
以
降
そ
の
任
は
次
官
た
る
中
書
侍
郎
に
移
行
し
た
。
侍
郎
の
下
官
た
る
舎
人
は
東
菅

・

南
朝
劉
宋
中
期
ま
で
は、

そ
の
正
式
名
稿
を
中
書
通
事
舎
人
と
言
っ

た
よ
う
に
、
上
奏
文
や
諸
司
か
ら
の
文
書
を
皇
帝
に
上
呈
し、

- 56ー

叉
侍
郎
が

起
草
し
た
詔
放
の
草
案
を
一帝
の
上
覧
に
供
し
、
裁
可
を
得
た
後
諸
司
に
博
達
す
る
。
即
ち
草
制
に
閲
し
て
言
え
ば
皇
帝一の
意
志
の
表
現
た
る
詔

殺
を
諸
司
に
と
り
つ
ぐ
、

皇
帝
の
意
志
の
俸
達
を
本
務
と
し
て
い
た。

し
か
し
劉
宋
中
期
以
降
皇
帝
の
身
近
に
仕
え
る
と
い
う
そ
の
職
務
上
の

特
徴
に
よ
り
、
次
第
に
顧
問
の
任
に
あ
た
り
、
本
務
を
こ与
え
る
様
々
な
機
能
を
獲
得
し、

草
制
権
を
も
掌
握
す
る
よ
う
に
な
る
。
南
湾
の
四
戸

と
稿
さ
れ
た
舎
人
達
に
そ
の
姿
は
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
到

っ
て
舎
人
は
中
書
省
の
官
系
を
離
れ
樹
立
し
、
舎
人
省
の
長
官
と
し

て
諸
政
を
と
り
し
き
る
質
質
的
宰
相
と
な
?
た
。
劉
宋
中
期
か
ら
南
婚
に
か
け
て
舎
人
に
就
官
し
た
の
は
、
主
に
思
倖
と
し
て
史
書
に
記
さ
れ

た
庶
人
身
分
出
身
の
裳
人
で
あ
る
。
彼
等
は
皇
帝
の
門
閥
貴
族
抑
匪

・
皇
帝
権
強
化
と
い
う
志
向
に
結
び
つ
き
自
身
の
築
達
を
貿
現
し
た
人
々

だ
っ
た
。
し
か
し
梁
代
に
入
り
大
き
な
型
化
が
お
こ
る
。

梁
代
舎
人
に
就
官
し
た
人
士
の
大
部
分
は
、

寒
門
出
身
の
有
能
な
土
人
で
あ
る
。
叉

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
門
閥
貴
族
出
身
者
も
い
た
。
そ
こ
に
は
家
柄
の
如
何
を
問
わ
ず
才
能
に
よ

っ
て
人
材
を
登
用
し
よ
う
と
す
る
梁
武
帝
の
賢



才
主
義
的
理
念
が
投
影
さ
れ
て
い
た
。

一
方
北
朝
に
お
い
て
舎
人
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
北
貌
孝
文
一
帝
一
の
改
革
以
降
で
あ
る
。

概
要
を
述
べ
る
な
ら
ば
孝
文

・
宜
武
一帝
期
の

舎
人
は
、
徐
々
に
擢
能
擦
大
の
傾
向
を
有
し
な
が
ら
も
基
本
的
に
は
「
宣
敷
」
、
即
ち
皇
帝一
の
意
志
の
俸
達
を
そ
の
本
務
と
し
て
い
た
。
次
代

の
孝
明
一
帝
一
期
に
入
り
羽
林
寧
士
の
嬰

・
北
鎮
の
反
凱
の
中
で
舎
人
達
は
朝
廷
の
貫
力
者

・
嘗
権
者
た
る
霊
太
后

・
宗
室
勢
力
・
元
叉
等
に
密
着

し
恩
倖
的
性
格
を
強
め
、
そ
の
擢
能
を
蹟
大
し
草
制
擢
を
も
掌
握
す
る
。
河
陰
の
襲
を
経
て
北
貌
極
末
孝
荘
一帝一
期
以
降
舎
人
の
性
格
に
再
び
襲

化
が
お
こ
る
。
舎
人
登
用
に
賢
才
主
義
的
傾
向
が
願
著
と
な
り
、
温
子
昇

・
貌
牧
ら
嘗
代
き
つ
て
の
文
人
が
舎
人
と
し
て
草
制
を
捨
嘗
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
こ
に
は
北
貌
末
動
範
の
中
か
ら
生
じ
た
新
傾
向
と
共
に
南
朝
梁
の
賢
才
主
義
的
舎
人
登
用
が
強
く
影
響
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
東
貌

・
北
湾
の
合
人
に
つ
い
て
は
不
明
な
黙
が
多
い
。
草
制
に
限
っ
て
言
っ
て
も
山
本
隆
義
氏
は
こ
の
時
期
草

(
3〉

制
権
は
中
書
侍
郎
が
掌
握
し
、
侍
郎
は
こ
れ
に
よ
っ
て
大
政
に
参
興
し
た
と
指
摘
す
る
が
、
舎
人
の
機
能
や
そ
の
政
治
世
界
で
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は
明
確
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
封
し
祝
綿
斌
氏
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
舎
人
が
草
制
擢
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
但
、

(
4
〉

そ
の
権
力
も
限
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。

貌
牧
ら
漢
人
中
書
官
僚
は
鮮
卑
貴
族
の
前
に
政
治
的
に
は
屈
服
せ
ざ
る
を
得
ず
、
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こ
の
北
湾
政
治
世
界
に
お
い
て
鮮
卑
貴
族
が
漢
人
貴
族

・
官
僚
に
優
越
し
て
い
た
と
す
る
杭
氏
の
見
解
は
、
中
園
の
六
朝
史
研
究
者
に
ほ
ぼ

(

5

)
 

共
通
し
て
い
る
。
古
く
は
謬
鉱
氏
、
叉
近
年
で
は
覗
氏
の
他
、
後
述
の
巌
耀
中

・
漆
津
邦
氏
の
見
解
か
ら
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
叉
我
園
に
お

(
6
〉

い
て
は
内
田
吟
風
氏
が
つ
と
に
同
様
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
谷
川
道
雄
氏
は
、
東
貌

・
北
斉
の
政
治
的
推
進
者
は
大

瞳
に
お
い
て
停
統
的
漢
人
貴
族
で
あ

?
た
と
し
な
が
ら
も
、
東
貌
北
湾
政
治
史
を
、

こ
れ
ら
二
勢
力
の
相
克
と
と
ら
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
南

(
7

)
 

者
を
そ
れ
ぞ
れ
存
立
さ
せ
て
い
る
論
理
、
つ
ま
り
雨
者
の
立
脚
黙
を
見
き
わ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
氏
は
高
氏
政
権
の
基
盤
と
な
っ

た
北
族
集
園
の
中
に
自
由
民
へ
の
復
婦
の
意
思
を
誼
み
取
り
、
そ
れ
は
高
氏
政
権
の
今

一つ

の
軍
事
的
基
盤
で
あ
っ
た
漢
人
名
族
に
率
い
ら
れ

た
郷
兵
集
圏
の
中
に
息
づ
く
門
閥
的
身
分
制
打
破

・
身
分
的
卒
準
化
へ
の
志
向
と
逼
底
す
る
も
の
だ
と
す
る
。
開
ち
北
族

・
漢
人
商
社
舎
の
中

に
各
種
民
衆
の
自
由
へ
の
希
求
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
ヘ
の
希
求
こ
そ
、
高
氏
政
権
の
ト
ッ
プ
を
占
め
た

「
動
貴
」
の
立
脚

259 
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酷
で
あ
っ
た
。
一
方
侍
統
的
貴
族
が
高
氏
政
権
に
参
興
す
る
立
脚
駐
は
、
高
歓
父
子
が
動
貴
ら
の
上
に
同
輩
中
の
第
一
人
者
と
し
て
立
ち
そ
の

統
卒
者
た
ら
ん
と
し
た
所
に
あ
っ
た
。
即
ち
覇
者
・
皇
帝
と
し
て
の
権
威
を
付
興
す
る
も
の
と
し
て
停
統
的
貴
族
は
登
用
さ
れ
、
勅
貴
抑
匪
統

制
の
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
こ
れ
ら
貴
族
は
皇
帝一
権
と
の
結
合
を
通
し
て
始
め
て
力
を
も
ち
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
結
合
を

維
持
す
る
た
め
皇
帝
側
近
の
恩
倖
に
結
び
つ
く
、
あ
る
い
は
貴
族
自
身
が
恩
倖
化
す
る
事
態
が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
俸
統
的
貴
族
側
の

攻
勢
に
劉
し
動
貴
は
そ
の
権
勢
に
酔
い
、

自
分
達
の
立
脚
貼
た
る
各
種
民
衆
の
自
由
へ
の
希
求
を
政
治
韓
制
と
し
て
定
着
し
え
ず
、
北
旗
開
の
滅

亡
を
む
か
え
た
と
す
る
。

筆
者
の
北
湾
政
治
史
理
解
は
、
こ
の
谷
川
氏
の
見
解
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
し
た
各
種
民
衆
の
自
由
へ
の
希
求
は
、
官
界
の
あ

り
様
と
い
う
貼
に
親
臨
を
し
ぼ
っ
た
時
、
門
閥
的
官
吏
登
用
の
打
破

・
賢
才
主
義
的
登
用
の
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
中

書
舎
人
の
登
用
に
つ
い
て
は
南
北
雨
王
朝
祉
舎
で
そ
の
後
半
期
に
賢
才
主
義
的
性
格
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
大
ま
か
に
言
っ
て
唐
代
の
「
文

(
8

)

 

士
の
極
任
」
と
さ
れ
た
中
書
舎
人
の
あ
り
様
に
通
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
北
賓
の
舎
人
の
登
用
に
も
こ
う
し
た
性
格
が
見
い
出
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。
又
そ
こ
に
他
の
祉
舎
、
例
え
ば
南
朝
梁
の
舎
人
と
異
な
る
特
色
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
又
今
迄
に
明
確
に
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
そ
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の
機
能
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
貼
に
関
連
し
て
、

官
頭
に
致
想
し
た
天
保
年
聞
か
ら
後
主
期
に
か
け
て
の

舎
人
の
性
格
襲
化
も
考
察
の
封
象
と
な
る
。
本
稿
は
、
舎
人
を
尺
度
と
し
て
南
北
南
王
朝
枇
舎
の
比
較
検
討
、

六
朝
後
期
か
ら
惰
唐
代
に
か
け

て
の
官
僚
制
設
達
を
考
察
す
る
試
み
の
一
環
で
あ
る
。

文
宣
一
帝
一
期
の
中
書
舎
人

付

軍
務
官
と
し
て
の
舎
人

文
宣
一帝
の
天
保
年
問
、
舎
人
に
就
官
し
た
人
物
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。



①
元
文
遁

北
貌
宗
室
の
一
員
。
北
貌
末
に
員
外
散
騎
侍
郎
に
起
家
。
東
競
武
定
年
聞
に
古同
澄
の
大
将
軍
府
功
曹
と
な
る
。
文
宣
一帝
の
聞
位

の
式
典
直
後
、
登
壇
所
で
中
書
舎
人
に
妓
せ
ら
れ
、
文
武
に
競
令
を
宣
侍
す
る
任
に
あ
た
る
(
『
北
史
』
五
五
〉
。

元
文
遁
は
こ
の
後
、
後
主
期
に
趨
郡
王
叡
と
協
力
し
権
臣
和
土
聞
を
排
除
し
よ
う
と
し
逆
に
朝
廷
か
ら
追
放
さ
れ
る
ま
で
三
省
の
長
官

・
次

官
を
歴
任
す
る
重
臣
と
な
っ
た
が
、
常
に
臨
軒
大
集
の
際
は
詔
敷
の
宣
俸
を
措
嘗
し
、
「
撃
韻
高
朗
に
し
て
護
吐
滞
り
無
し
」
(
『
北
史
』
本
俸
)

(

9

)

 

だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
謬
鉱
・
漆
津
邦
雨
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
鮮
卑
人
た
る
文
遁
が
鮮
卑
語
で
皇
一
帝
の
命
令
惇
達
に
あ
た

っ
た
事
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
貼
は
胡
漢
が
共
生
す
る
北
湾
祉
舎
の
一
面
を
象
徴
し
て
い
る
が
、
彼
の
舎
人
と
し
て
の
職
務
は
、
合
人
が
元
来
有
し
て
い
た

皇
帝
の
意
志
の
俸
達
と
い
う
機
能
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

舎
人
が
有
す
る
橿
密
顧
問
の
権
能
を
睦
現
す
る
の
は
次
の
人
物
で
あ
る
。

②
宋
土
素

東
貌
か
ら
北
湾
初
期
に
か
け
て
酷
吏
と
し
て
活
動
し
た
宋
遊
道
の
子
。
況
密
に
し
て
少
言
、
才
識
あ
り
と
い
う
人
物
。
中
書
舎

人
と
な
る
。
趨
彦
深
は
彼
を
内
省
に
引
き
入
れ
機
密
に
参
興
さ
せ
た
。
中
書
・

黄
門
侍
郎
を
歴
任
し
、
以
後
二
十
年
近
く
機
要
の
任
に
あ

っ
た
(
『
北
斉
書
』
四
七
・
『
北
史
』
三
四
〉
。

凸
W
M5

 

宋
士
素
の
舎
人
就
官
の
時
期
に
つ
い
て
明
記
は
な
い
が
、
恐
ら
く
寒
門
出
身
で
高
歓
父
子
の
重
用
を
う
け
宰
相
と
な
っ
た
趨
彦
深
ハ
『
北
史』

五
五
〉
が
、
天
保
末
年
に
侍
中
と
な
っ
た
時
、
土
素
を
内
省
に
引
き
入
れ
た
と
思
わ
れ
る。

以
上
二
名
の
舎
人
が
従
来
の
合
人
と
性
格
を
共
に
し
て
い
る
の
に
射
し
次
の
人
物
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

③
守
柔

潜
海
鏡
安
の
人
。
四
代
前
の
司
暢
は
南
朝
劉
宋
朝
成
立
直
前
に
北
説
明
元
一
一帝
の
下
に
亡
命
し
て
来
た
。
以
後
司
氏
は
衣
第
に
名
族

化
し
、
柔
の
祖
母
は
司
空
溺
海
の
高
允
の
娘
で
あ
る
。
柔
は
儀
瞳
・
族
譜
に
詳
し
か

っ
た
。
元
象
年
聞
耳目
陽
で
永
安
公
凌
ら
高
歓
の
諸
子

の
教
育
に
あ
た
っ
た
。
天
保
元
年
、
因
子
博
士
・
中
書
舎
人
と
な
り
、
貌
牧
の
推
挽
に
よ
り
『
説
書
』
編
纂
に
参
加
し
た
(
『
北
奔
書
』
四

四
・
『
北
史
』一一六〉。
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司
柔
が
中
書
舎
人
と
な
っ
た
の
は
、
儀
穫
を
中
心
と
す
る
そ
の
教
養
と
、

『
貌
書
』

編
纂
に
参
加
し
た
事
か
ら
窺
わ
れ
る
史
筆
の
才
に
よ
る
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と
思
わ
れ
る
。
こ
の
司
柔
の
あ
り
様
は

一
面
南
朝
梁
の
舎
人
達
と
相
似
す
る
が
、
又
後
述
す
る
後
主
期
の
舎
人
達
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ

る。
以
上
三
名
は
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
し
な
が
ら
も
文
官
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
専
ら
軍
事
を
推
賞
す
る
一
群
の
舎
人
達
が
存

在
す
る
。

④
王
土
良
太
原
耳
目
陽
の
人
。
そ
の
租
先
は
西
E

日
末
、
氷
嘉
の
見
中
涼
州
に
避
難
し
、
北
貌
太
武
一帝
が
温
渠
氏
を
卒
定
し
た
際
曾
粗
景
仁
は
北

貌
に
蹄
順
し
敦
埋
鎮
絡
に
な
司
た
。
祖
父
躍
は
卒
城
鋲
司
馬
と
な
り
、
そ
こ
で
代
郡
に
居
を
移
し
た
と
い
う。

北
貌
末
、
土
良
は
爾
朱
仲

遠

・
紘
豆
陵
歩
藩

・
高
教
と
そ
の
主
を
鑓
え
て
い
ア
た
。

東
貌
代
鄭
に
遜
都
後
、

高
澄
が
京
畿
大
都
督
と

な

?
た
際
、
そ
の
司
馬
と
な
り

外
兵
参
軍
を
領
し
た
。
武
定
年
間
、

高
澄
の
大
将
軍
府
厨

・
従
事
中
郎
と
な
っ
た
が
な
お
外
兵
事
を
揺
る
。
頴
川
に
出
鎖
し
た
西
貌
の
王

思
政
に
劃
し
高
澄
が
出
撃
す
る
際
、
澄
は
土
良
に
命
じ
井
州
を
居
守
さ
せ
た
。
文
宣
一帝一
が
即
位
す
る
と
給
事
黄
門
侍
郎

・
領
中
室
田舎
人
と

な
る
が
、
以
前
に
ひ
き
つ
づ
き
井
州
の
兵
馬
事
を
総
知
し
た
(
『
周
書
』

一一一
六)。

⑤
濁
孤
永
業

本
姓
は
劉
、
中
山
の
人
。
母
の
再
嫁
先
の
濁
孤
家
で
養
わ
れ
た
。
軍
士
の
集
固
に
入
り
、
才
幹
に
め
ぐ
ま
れ
弓
馬
に
も
た
く

み
だ
っ
た
。
街
擢
を
受
け
定
州
六
州
都
督
に
補
せ
ら
れ
た
。
E

日
陽
で
宿
衛
中
、

高
澄
に
見
出
さ
れ
、
そ
の
中
外
府
の
外
兵
参
軍
と
な
る
。

つ
い

で
致
州
司
馬
と
な
っ
た
。
書
計
を
解
し
、
歌
舞
に
も
た
く
み
だ
司
た
篤
文
宣
一帝一
に
気
に
入
ら
れ
た
と
い
う

- 60ー

天
保
元
年
、
中
書
舎
人
、

(
『
北
開
墨
田』

四
一)
。

⑥
血
浴

箔
陽
涼
の
人
。
北
貌
太
武
一
帝
に
召
し
出
さ
れ
た
漢
人
名
族
の
領
袖
直
玄
の
玄
孫
。
容
貌
壊
偉
に
し
て
言
談
を
普
く
し
、
少
く
し
て

成
人
の
志
向
が
あ
っ
た
。
高
澄
の
大
勝
軍
府
西
閤
祭
酒
か
ら
中
外
府
中
兵
参
箪
に
轄
じ
機
密
に
関
わ
る
事
柄
を
ど
ん
ど
ん
と
こ
な
し、

高
澄
か
ら
賞
賛
さ
れ
た
。
天
保
元
年
中
書
舎
人
と
な
っ
た
が

「
奏
事
件
旨
」

の
爵
克
官
と
な
る
。
中
書

・
黄
門
侍
郎
と
鋳
る
が
、
門
閥
貴

族
の
領
袖
向
書
令
楊
惜
の
一
涯
で
あ
る
鄭
子
黙
の
説
言
に
よ
り
地
方
官
に
左
遷
さ
れ
る
。
慶
一
帝
期
か
ら
後
主
期
に
か
け
十
三
年
開
、
南
朝

陳
と
の
最
前
線
た
る
蕎
陽
を
鎖
守
し
、
陳
寧
を
し
ば
し
ば
撃
破
し
て
陳
人
に
恐
れ
ら
れ
た
(
『
北
斉
書
』
四
二
)。



⑦
唐
畠

太
原
耳
目
陽
の
人
。
高
歓
の
外
兵
曹
に
直
し
文
帳
を
捨
営
し
た
。
書
計
に
明
る
く
暗
記
力
に
す
ぐ
れ
、
抜
擢
さ
れ
て
高
澄
の
大
将
軍

府
督
護
と
な
る
。
高
澄
が
梁
軍
の
補
虜
蘭
京
に
暗
殺
さ
れ
た
際
、
高
洋
(
文
宣
帯一
〉
の
手
足
と
し
て
事
態
鎮
静
化
に
つ
と
め
評
債
さ
れ
た
。

天
保
元
年
、
給
事
中
・
粂
中
書
舎
人
と
な
る
。
天
保
三
年
、
文
宣
一帝
が
代
郡
の
庫
莫
奨
を
親
征
す
る
際
、
騎
兵
事
を
典

っ
て
い
た
黄
門
侍

郎
蓑
猛
は

割
配
(
恐
ら
く
菅
陽
の
鮮
卑
兵
を
分
割
し
親
征
軍
に
編
成
配
置
す
る
事
を
意
味
す
る
と
恩
わ
れ
る
〉

の
措
置
が
遅
れ
た
矯
罰
せ
ら
れ
、

唐
畠
が
代
わ
っ
て
騎
兵
事
を
監
す
る
こ
と
と
な
る
。
後
、
文
宣
一
帝
一
が
長
城
を
こ
え
て
親
征
す
る
際
に
は
必
ず
陪
従
し
、
軍
事
上
の
機
密
を

専
掌
し
た
。
督
絡
以
下
軍
吏
以
上
の
功
績

・
責
歴
を
す
べ
て
暗
記
し
、

一一帝
の
御
前
で
兵
士
の
観
閲
を
す
る
時
も
文
簿
な
し
で
そ
の
官
位
と

姓
名
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う。

文
宣
一
帝
の
信
頼
は
き
わ
め
て
篤
く
、
母
の
婁
太
后
に
「
唐
畠
一
人
で
千
人
の
兵
士
に
相
嘗
す

丞
相
餅
律
金
よ
り
も
上
席
に
畠
を
坐
せ
し
め
た
。
天
保
十
年
に
粂
給
事
黄
門
侍
郎
・

領
中
書
舎
人
と
な
る
(
『
北
史
』

五

五・

『北
斉
書
』
囚
O
V

る
」
と
賞
賛
し
、

@
白
建

保
十
年
に
粂
中
書
舎
人
と
な
る
。
武
成
一
帝
の
河
清
二
年
、

員
外
散
騎
常
侍
に
な
る
が
な
お
舎
人
を
兼
ね
て
い
た
(
同
前
〉
。

太
原
陽
邑
の
人
。
高
歓
の
大
丞
相
府
の
騎
兵
嘗
に
入
り
文
帳
を
典
る
。
書
計
に
明
る
く
同
局
に
い
た
人
々
の
評
債
を
受
け
た
。
天
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こ
の
五
人
の
舎
人
は
、
家
柄
と
い
う
貼
で
言
え
ば
名
族
出
身
の
直
潜
か
ら
何
ら
の
門
地
も
有
し
な
い
唐
山
邑

・
自
建
ま
で
幅
康
い
階
層
の
出
身

で
あ
る
。
ま
た
濁
孤
永
業
は
、
濁
孤
氏
の
養
子
で
あ
り
中
山
の
軍
土
集
圏
(
恐
ら
く
は
中
山
に
常
駐
し
て
い
た
中
品
弱
林
虎
責
軍
国
で
は
な
か
ろ
う
か
)

の
中
で
成
長
し
た
と
い
う
か
ら
に
は
、
漢
人
で
あ
っ
た
に
し
ろ
北
族
化
し
た
人
物
と
言
え
よ
う
。
叉
王
土
良
が
太
原
王
氏
の
一
員
と
い
う
の
は

も
と
よ
り
疑
わ
し
く
曾
租
の
代
か
ら
北
鎮
に
出
仕
し
て
い
る
事
か
ら
考
え
、
北
族
か
北
族
化
し
た
漢
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。
白
建
も
そ
の
姓
か

ら
言
っ
て
胡
族
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
出
身
の
人
士
が
、
共
に
そ
の
才
に
よ
り
舎
人
と
な
っ
て
い
る
事
は
、
こ
の
軍
務
官
た
る

舎
人
の
登
用
に
賢
才
主
義
的
理
念
が
働
い
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
こ
の
貼
は
し
ば
ら
く
措
き
、
彼
ら
の
才
、
及
び
舎
人
と
し
て
の
機
能
に

つ
い
て
更
に
考
察
し
て
み
た
い
。
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彼
等
は
す
べ
て
軍
務
に
携
る
者
と
し
て
舎
人
の
地
位
を
得
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
歓

・
高
澄
の
丞
相
府

・
大
将
軍
府

・
中
外
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府
、
即
ち
E

日
陽
の
覇
府
の
騎
兵
・
外
兵

・
中
兵
曹
に
出
仕
し
許
債
を
得
、
北
斉
朝
の
成
立
後
舎
人
と
な

っ
て
い
る
貼
に
端
的
に
看
取
さ
れ
る
。

舎
人
と
騎
兵

・
外
兵
曹
と
の
関
連
の
強
さ
は
、
衣
の
記
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

旗
開
朝
高
祖
の
相
と
作
る
に
因
り
て
、

丞
相
府
外
兵
曹
・

騎
兵
曹
、
丘
ハ
馬
を
分
掌
す
。
天
保
、
受
暗
に
及
び
諸
司
監
は
戚
く
向
書
に
詰問
す
る

も
、
た
だ
こ
の
二
曹
は
躍
さ
れ
ず
。

唐
畠
・
白
建
を
し
て
主
治
せ
し
め
、
之
を
外
兵
省

・
騎
兵
省
と
調
う
。
其
の
後
、
畠
・

建
位
藍
う
た

お
の
お
の

た
陸
け
れ
ば
、
各
省
主
と
震
り
、
中
書
合
人
を
し
て
二
省
の
事
を
分
剣
せ
し
む
〈
『北
斉
書
』
四
O
唐
醤
停
、

『北
史
』
五
五
同
俸
も
ほ
ぼ
同

じ)。

即
ち
、
舎
人
た
る
唐
畠

・
白
建
が
官
位
を
高
く
し
舎
人
の
任
を
離
れ
て
後
も
(
こ
れ
は
武
成
脅
期
以
降
の
事
で
あ
る
)
、

省
主
た
る
彼
ら
の
下
で

こ
の
二
省
の
貫
務
を
措
嘗
し
た
の
は
舎
人
な
の
で
あ
る
。

融
門
書
』
四

文
宣
脅
紀

天
保
元
年
冬
十
月
壬
辰
の
項
) 「

相
園
府
を
罷
め
る
も
騎
兵
・
外
兵
曹
を
留
め
、
各

一
省
を
立
て
別
れ
て
機
密
を
掌
る
」
(
『
北

(
叩

)

こ
の
ニ
省
に
つ
い
て
は
周
一

良

・
巌
耀
中
両
氏
に
指
摘
が
あ
り
、

か
ら
明
ら
か
で
あ
る。
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こ
の
二
省
が
設
立
さ
れ
た
正
確
な
時
期
は
、

南
氏
と
も
こ
の
二
省
が
井
州
晋
陽
に
置
か
れ
た
向
書
省
、
即
ち
向
書
井
省
と
つ
な
が
り
の
深
い
も
の
で
あ
り
芥
省
と
同
じ
く
菅
陽
に
置
か
れ
た

と
す
る
。

又
楊
耀
坤
氏
に
よ
れ
ば
、
騎
丘
ハ
省
は
中
軍
、
即
ち
朝
廷
直
轄
の
中
央
軍
を
管
掌
し
た
。
即
ち
嘗
時
の
軍
隊
の
構
成
か
ら
考
え
中
軍
の

主
要
部
分
は
騎
射
に
た
く
み
な
鮮
卑
兵
で
占
め
ら
れ
て
い
た
溝
、

騎
兵
省
と
呼
ば
れ
た
。

(

江

〉

た
歩
兵
を
主
瞳
と
す
る
地
方
軍
を
管
掌
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
鄭
周
過
の
中
軍
、
聞
ち
京
畿
丘
ハ
を
管
掌
す
る
の
は
京
畿
大
都

(

ロ

〉

督
府
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
騎
兵
省
と
の
関
わ
り
な
ど
疑
問
は
多
い
が
、
三
氏
の
見
解
は
ひ
と
ま
ず
首
肯
し
え
よ
う
。

一
方
外
兵
省
は
、

漢
人
か
ら
召
募
ま
た
は
徴
護
さ
れ

た
だ
是
非
と
も
確
認
す
べ
き
は
、
鄭
の
向
書
省
(
向
書
朝
刊
省
)
の
う
ち
兵
事
を
あ
っ
か
う
五
兵
尚
書
と
騎
兵

・
外
兵
省
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ

の
黙
は
次
の
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
幾
分
明
ら
か
に
し
う
る
。

〈
唐
)
昌
、
性
識
明
敏
、
時
事
を
逼
解
す
。
湾
氏
一
代
兵
機
を
典
執
す
。
九
そ
こ
れ
九
州
の
軍
士
・
四
方
勇
募
の
強
弱
多
少
、
番
代
の
佐

還
、
及
び
器
械
の
精
粗
、
糧
儲
の
虚
貧
は
精
心
事
に
勤
め
、
諸
知
せ
ざ
る
な
し
(『北
湾
書
』
本
俸
〉
。



こ
れ
に
よ
れ
ば
唐
菖
は
、

(
漢
人
を
中
心
と
す
る
召
募
兵
〉

「
九
州
の
軍
士
」
(
鮮
卑
兵
を
中
心
と
す
る
職
業
軍
人
乃
至
兵
戸
)
や

「
四
方
の
勇
募
」

「
番
代
の
往
還
」

(
上
記
兵
員
の
諸
戦
役
へ

の
参
加
と
館
営
)
に
つ
い
て
の
情
報
を
把
握
し
、
兵
器

・
兵
糧
の
管
理
を
も
捲
嘗

一
方
五
兵
向
書
は
『
情
書
』
二
七
百
官
志
中
に
よ
る
と
、
そ
の
左
中
兵
曹
が

「
諸
郡
督
の
告
身

・
諸
宿
衛
官
ら
の
事
」
を、

右

中
兵
曹
は
「
畿
内
の
丁
帳
・
事
力
・
蕃
兵
ら
の
事
」
を
、
左
外
兵
曹
が

「
河
南
及
び
撞
閥
己
東
の
諸
州」、

右
外
兵
曹
が

「
河
北
及
び
温
闘
己

西
の
諸
州
」
の
そ
れ
ぞ
れ
「
丁
帳
及
び
護
召
征
兵
な
ど
の
事
」
を
掌

っ
て
い
る
。
間
ち
五
兵
向
書
は
楊
耀
坤
氏
、
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
兵
役
・

(

日

)

力
役
の
征
召
に
関
わ
る
具
瞳
的
事
務
を
そ
の
任
と
し
て
い
た
。
な
お

『
北
湾
書
』
四

一

の
数
と
兵
力
朕
況
、

し
て
い
る
。

皮
景
和
俸
に
、
景
和
が
井
省
五
兵
向
書
に
帰
っ
た
と

の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
俗
書
井
省
に
も
鄭
省
と
同
じ
く
征
召
・
徴
兵
事
務
を
携
嘗
す
る
部
局
が
あ

司
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て

騎
兵
・
外
兵
二
省
は
、
都
と
耳
目
陽
の
南
五
兵
備
書
を
通
し
て
集
め
ら
れ
た
各
種
兵
員
を
掌
握
し
、
彼
ら
を
動
員
し
軍
圏
に
編
成
配
備
す
る
と
い

う
機
要
に
闘
す
る
事
を
措
嘗
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
叉
唐
畠
の
紹
介
の
中
で
述
べ
た
よ
う
に
彼
は
軍
吏
以
上
督
持
以
下
の
す
べ
て
の
兵
員
の

功
績
・
資
歴
を
暗
記
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
彼
が
兵
員
の
補
任

・
恩
賞
に
つ
い
て
も
深
く
タ
γ
チ
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
よ
う
。
即
ち
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騎
兵
・
外
兵
省
は
二
つ
の
五
兵
命
書
の
上
に
立
ち
、
軍
務
を
総
覧
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た。

そ
の
二
省
の
統
括
者
で
あ
る
舎
人
は
、
用
兵

・

統
帥
を
除
く
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
軍
擢
を
掌
握
し
て
い
た
と
言
え
る
。

濁
孤
永
業
・

直
潜

・
王
子
良
は
直
接
こ
の
二
省
に
関
わ

っ
て
は
い
な

い
。
し
か
し
彼
ら
も
唐
畠
・
白
建
と
同
じ
く
軍
務
を
捲
嘗
す
る
才
能
の
持
ち
主
と
し
て
舎
人
に
登
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
濁
孤
永
業
が
書
計

王
子
良
は
文
宣
一帝
の
師
位
直

後
に
舎
人
と
し
て
井
州
、
聞
ち
菅
陽
の
兵
馬
事
を
管
掌
し
て
い
る
。
直
潜
も
中
外
府
中
兵
参
軍
と
し
て
機
密
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
覇

に
明
る
か
っ
た
の
は
、
兵
員
・
兵
糧
・
兵
器
の
計
算
・
管
理
に
適
す
る
才
の
持
ち
主
だ

っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。

府
の
直
轄
軍
、
開
ち
耳
目
陽
兵
の
管
掌
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
は
天
保
元
年
「
奏
事
件
旨
」
に
よ
り
舎
人
を
克
官
さ
れ
て
い
る
が
、

官
と
し
て
の
彼
の
意
一
見
具
申
が
文
宣
帯
に
納
れ
ら
れ
ず
、
舎
人
か
ら
は
ず
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
軍
務

(
日
比

)

天
保
年
聞
の
前
牟
五
年
聞
は
文
宣
一
帝
が
政
治
・
軍
事
・
祉
曾
経
済
瞳
制
の
整
備
に

つ
と
め
た
時
期
と
さ
れ
る
。
動
貴

・
門
閥
貴
族
の
二
大
勢
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力
の
陰
に
あ
っ
て
目
立
た
な
い
が
、
こ
の
軍
務
官
た
る
舎
人
が
北
湾
軍
事
瞳
制
の
整
備
に
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
る
事
は
銘
記
す
べ
き
で
あ
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文
宣
一
帝
一
に
よ
る
宗
室

・
動
貴

・
漢
人
官
僚
に
劃
す
る
残
虐
な
弾
匪
が
頻
費
し
て
い
る
が
、

〈
日

)

室

・
勅
貴
の
珠
殺
の
陰
に
は
楊
情
ら
門
閥
貴
族
グ
ル
ー
プ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。
即
ち
二
大
勢
力
が
皇

一一帝
を
は
さ
ん
で
抗
争
を
展
開
し
て
い

る。

天
保
年
間
後
牢
に
は
、

谷
川
氏
に
よ
れ
ば
宗

た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
抗
争
中
も
軍
務
官
た
る
舎
人
が
着
賞
に
力
を
伸
ば
し
て
い
た
事
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
舎
人
は
先
に
も
少

し
燭
れ
た
よ
う
に
武
成
一帝
期
以
降
も
存
在
し
た
。
従
来
の
舎
人
と
は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
、
換
言
す
れ
ば
北
湾
舎
人
の
一
大
特
色
と
も
い
う

ベ
き
そ
の
存
在
が
示
す
意
味
は
何
な
の
か
。
従
来
の
舎
人
の
あ
り
様
か
ら
す
れ
ば
鄭
都
の
皇
一一
帝
の
側
近
く
に
侍
り
、
詔
款
の
俸
達
・
起
草
、
各

種
の
顧
問
臆
射
を
掌
る
べ
き
舎
人
が
沼
田
陽
に
恐
ら
く
常
駐
し
軍
務
を
捨
嘗
し
て
い
た
意
味
は
何
な
の
か
。
こ
の
黙
に
闘
し
節
を
改
め
て
北
斉
の

二
重
園
都
制
、
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
二
重
向
書
制
と
の
関
連
の
上
で
考
察
し
て
み
た
い
。

にj

二
重
園
都

・
向
書
制
と
舎
人

周
知
の
よ
う
に
北
湾
は
郭
と
耳目陽
の
二
つ
の
園
都
を
有
し
、
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叉
そ
れ
ぞ
れ
に
尚
書
省
が
置
か
れ
る
と
い
う
二
重
向
書
制
が
施
か
れ
て
い
た。

(

日

目

)

こ
の
二
重
備
蓄
制
に
つ
い
て
の
専
論
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
巌
耀
中
氏
の
論
考
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。
氏
は
、
胡
漢
の
二
元
瞳
制
が
直
接

に
投
影
さ
れ
た
も
の
と
し
て
二
重
向
書
制
を
と
ら
え
る
。
即
ち
亙
田
陽
は
地
理
的
篠
件
か
ら
西
貌

・
北
周
と
の
戦
い
の
鯖
趨
を
決
す
る
軍
事
的
重

要
地
酷
で
あ
り、

高
氏
政
権
の
軍
事
的
基
盤
た
る
奮
六
銀
か
ら
の
降
戸

・
兵
戸
で
あ
る
鮮
卑
軍
土

・
動
貴
達
が
家
族
と
も
ど
も
配
備
さ
れ
た
。

高
歓
の
大
丞
相
府
(
覇
府
〉

を
母
胎
と
す
る
向
書
弁
省
は
軍
事
的
首
都
た
る
五
日
陽
の
地
位
を
反
映
し
て
軍
務
を
そ
の
本
務
と
し
た。

又
動
貴
軍

功
階
層
に
糾
問
す
る
服
務
を
も
特
殊
任
務
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
劃
し
鄭
都
は
文
化

・
文
治
の
中
心
地
で
あ
り
、
鄭
省
は
漢
人
士
族

・
文
人
を
政

機
に
参
加
さ
せ
る
震
の
機
関
で
あ
る。

北
貌
前
期
の
胡
漢
二
元
睦
制
に
起
因
す
る
胡
漢
の
劃
立
・
矛
盾
は
北
旗
開
枇
舎
に
も
存
在
し
、

井
省
鄭
省

の
並
立
、
即
ち
「
向
書
墾
省
制
」
を
も
た
ら
し
た
、

と

こ
れ
に
劃
し
谷
川
道
雄
氏
は
断
片
的
で
は
あ
る
が
二
重
園
都
制
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
覇
者
た
る
高
歓
父
子
の
二
つ

の
側
面
を
反
映
し
た
も
の

(
口

〉

と
す
る
。
即
ち
、
覇
者
た
る
高
歓
父
子
は
、

一
面
で
は
勅
貴

・
元
老
に
並
ぶ
同
輩
と
し
て
彼
ら
の
協
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
は
志田陽



の
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
鄭
の
奮
政
擢
・
東
貌
朝
廷
へ
の
威
座
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
他
面
高
氏
の
権
威
は
勅
貴
に
劃
し
て
も
保
持
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
鄭
の
東
貌
朝
の
権
威
を
背
景
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
質
現
さ
れ
た
。
氏
が
述
べ
ら
れ
た
の
は
東
親
に

つ
い
て
で
あ
る

が
、
北
斉
の
二
重
園
都
制
に
も
こ
の
覇
者
の
二
面
性
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

谷
川
氏
の
論
理
を
筆
者
な
り
に
前
述
の
巌
氏
の
見
解
を
も
ふ
ま
え
て
北
斉
代
の
二
重
園
都

・
向
書
制
に
あ
て
は
め
て
み
よ
う
。

皇
帝
、
特
に

文
宣
一
帝
一
は
、
父
の
同
輩
者
や
弟
達
・
有
力
宗
室
に
劉
し
そ
の
皇一
一帝
と
し
て
の
権
威
を
保
持
す
る
矯
に
鄭
に
集
結
し
た
漢
人
名
族

・
官
僚
の
政
治

力
、
あ
る
い
は
文
化
と
い
ア
た
菅
陽
に
は
な
い
要
素
を
必
要
と
し
た。

そ
れ
が
那
を
東
貌
に
ひ
き
つ
づ
き
北
賓
の
政
治
的
文
化
的
園
都
た
る
地

位
に
留
め
た
。
他
面
軍
事
的
に
は
菅
陽
の
軍
圏
に
そ
の
権
力
基
盤
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
菅
陽
を
軍
事
的
首
都
た
る
地
位
に
引
き

上
げ
た
。
二
つ
の
向
書
省
は
二
つ
の
園
都
の
機
能
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
た
。
我
々
は
二
つ
の
向
書
省
の
具
韓
的
機
能
や
設

置
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
巌
氏
の
見
解
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
覇
者
に
お
け
る
権
威
と
権
力
の
相
互
関
連
と
い
う
谷
川
氏
に
よ

っ
て
示

唆
さ
れ
た
問
題
に
よ
り
多
く
の
関
心
を
排
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
問
題
は
、
南
朝
の
覇
府
と
朝
廷
、
さ
ら
に
は
我
圏
中
世
の
幕
府

と
朝
廷
と
の
関
連
と
い
う
よ
り
慶
い
問
題
を
考
え
る
契
機
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
南
靭
と
の
比
較
は
、
北
斉
の
二
重
園
都

・
山内智
一日
制
の
特
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色
を
明
ら
か
に
す
る
手
段
と
な
る
。

南
朝
で
も
覇
府
と
朝
廷
の
並
立
は
存
在
し
た
。
劉
宋
の
劉
裕
と
南
賓
の
粛
道
成
は
そ
の
受
潤
以
前
に
、

建
康
の
東
府
城
に
覇
府
を
置
き
蓋
城

(

日

)

の
朝
廷
に
封
時
し
た
。
覇
府
と
朝
廷
と
の
物
理
的
距
離
が
極
め
て
短
い
事
が
特
徴
で
あ
る
。
梁
の
粛
街
に
い
た
っ
て
は
蓋
域
内
に
覇
府
を
聞
い

(

山

口

)

て
い
る
。
南
朝
の
覇
府
の
今
一
つ
の
特
徴
は
、
園
蓋
設
置

・
受
輔
を
経
て
新
王
朝
が
成
立
し
、
覇
府
も
速
や
か
に
蓋
域
内
の
新
王
朝
の
ピ
ラ
ミ

(

却

)

ッ
ド
型
官
僚
組
織
の
中
に
移
行

・
溶
解
し
て
い
る
事
で
あ
る
。

音
陽
の
覇
府
が
吉
岡
歓
に
よ

っ
て
永
照
元
(
五
一
一
一
二
)
年
に
設
置
さ
れ
、

(
五
五
O
)
年
の
文
宣
帝
の
受
繭
後
も
向
書
井
省
と
し
て
北
賢
一
代
存
綬
し
た
事
の
特
異
性
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る。

天
保
元

五
日
陽
の
覇
府
と
南
朝
の

覇
府
と
の
こ
れ
ら
の
違
い
は
何
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
音
陽
の
覇
府
が
向
書
井
省
と
し
て
鄭
省
と
劃
時
し
た
酷
に
つ
い
て
は
、
巌
氏
の
言
わ
れ

267 

た
そ
の
軍
事
上
の
重
要
性
・
覇
府
に
結
集
し
た
鮮
卑
動
貴
の
存
在
は
確
か
に
見
逃
せ
な
い
。
た
だ
今
一
つ
言
え
る
事
は
、
覇
府
内
の
人
的
関
係
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が
南
朝
と
菅
陽
の
覇
府
と
で
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
貼
で
あ
る
。
即
ち
南
朝
の
覇
府
内
の
覇
者
と
元
老

・
功
臣
と
の
闘
係

に
は
革
命
軍
固
形
成
嘗
初
か
ら
の
か
な
り
明
確
な
上
下
関
係
が
存
在
し、

そ
の
信
用
ス
ム
ー
ズ

に
そ
の
開
係
は
新
王
朝
の
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
型
官
僚
組

織
内
の
君
臣
闘
係
へ
と
移
行
し
え
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
粛
街
は
革
命
軍
国
形
成
時
、
南
湾
の
宗
室
の
一
員
で
あ
り、

文
武
の
才
に
秀
で

(
幻

)

た
名
士
で
あ
り
、
務
州
刺
史
で
あ
っ
た
。
粛
道
成
も
准
陰
軍
銀
長
官
と
し
て
、
そ
の
革
命
軍
圏
の
中
該
部
分
を
形
成
し
た
。
こ
の
雨
者
と
多
少

趣
き
を
異
に
す
る
の
が
北
府
軍
圏
内
の
同
輩
集
園
を
母
胎
と
し
て
革
命
軍
圏
を
形
成
し
た
劉
裕
で
あ
る
。
彼
は
功
臣
と
の
上
下
関
係
を
造
り
出

(
m
μ

)
 

す
潟
に
、
同
輩
の
劉
毅

・
諸
恵
長
民
ら
の
粛
清
、
南
燕

・
後
秦
討
伐
と
い
う
強
引
な
手
段
を
取
り
、

受
-
離
を
質
現
し
て
い
る
。
こ
の
南
朝
覇
者

そ
の
覇
府
は
朝
廷
に
ま
が
う
権
威
と
擢
力
を
粂
ね
備
え
、
朝
廷
近
く

に
存
在
し
た
。
既
に
し
て
権
威
を
有
し
て
い
た
覇
者
に
と
っ
て
門
閥
貴
族
の
承
認
に
よ
っ
て
皇
帝
た
る
権
威
を
付
興
さ
れ
る
事
は
、
も
は
や
形

の
元
老

・
功
臣
ら
に
超
越
し
た
地
位
は
そ
れ
自
瞳
一
つ
の
権
威
で
あ
り
、

式
的
な
最
後
の
手
績
き
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
射
し
高
歓
父
子
が
覇
府
と
朝
廷
の
一
元
化
を
な
し
え
ず
、
園
都

・
向
室
田
省
の
二
重
瞳
制
が
存
在
し
た
の
は
、
官
同
歓
父
子
と
動
貴

・
功
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臣
居
と
の
距
離
が
き
わ
め
て
近
か
ア
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
朕
況
の
中
で
高
歓
父
子
、

特
に
文
宣
一帝
は
切
買
に
擢
威
を
求
め
た
。
楊
惰

ら
門
閥
貴
族
の
支
持
の
下
、
動
貴
の
反
射
を
お
し
き
っ
て
受
澗
を
強
行
し
た
の
も
そ
の
一
つ

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

が
、
何
よ
り
も
重
要
な
の

は
動
貴
が
重
き
を
な
し
て
い
る
軍
政
面
で
、
皇
帝
と
し
て
の
主
導
権
を
確
立
す
る
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
百
保
鮮
卑
の
設
立

・
漢
人
勇
士
の
筒
捧

ゃ
、
数
多
く
の
親
征
は
、
も
と
よ
り
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
ら
の
黙
と
並
ん
で
各
種
兵
員
の
確
保
と
兵
器

・
兵
糧
と
い
っ
た
物
質

面
も
含
ん
だ
戦
闘
集
園
の
維
持
・

管
理
は
、
特
に
植
要
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
軍
事
力
を
皇
帝
に
結
び
績
け
る
震
に
必
須
の
事
柄
で
あ

で
は
な
ぜ
彼
等
は
中
書
舎
人
の
官
を
典
え
ら
れ
た
の
か
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に

北
親
孝
文
帯
期
以
来
の
舎
人
制
の
殻
達
の
中
で
、
舎
人
は
先
ず
皇
帝
の
意
志
の
停
達
者
、
印
ち
使
者

・
代
理
人
だ
っ

た
。
次
に
そ
れ
は
皇
一一帝
親

る
。
そ
れ
を
捲

っ
た
の
が
軍
務
官
た
る
舎
人
な
の
で
あ
る
。

近
の
官
と
な
っ
た
。
更
に
舎
人
は
権
能
を
績
大
し
そ
の
植
要
な
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
有
能
な
人
土
が
登
用
さ
れ
る
賢
才
主
義
的
色
彩
の
濃
い
ポ

ス
ト
と
な
っ
た
。
東
貌
代
に
は
寒
門
土
人
と
と
も
に
崖
肇
師
(
清
河
東
武
城
の
人
。
北
貌
末
停
年
格
を
立
て
た
向
書
右
僕
射
雀
亮
の
孫
。
『
貌
書
』
六
六
)
・



陸
印
(
『
北
斉
書
』
一
一
一
五
・
『
北
史
三
て
八
〉
と
い
う
胡
漢
の
一
流
貴
族
出
身
者
が
舎
人
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
ポ
ス
ト
の
賢
才
主
義
的
色
彩

を
よ
り
鮮
明
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
優
崇
化
を
も
示
し
て
い
る。

即
ち
唐
畠
ら
軍
務
官
が
、
皇
帝
一
か
ら
篤
い
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
た
そ
の
代
理

人
で
あ
り
、

か
つ
門
地
を
問
わ
ず
そ
の
才
に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
事
を
舎
人
の
官
は
嘗
時
の
人
々
に
印
象
づ
け
た
。
こ
の
地
位
を

以
て
軍
務
官
達
は
菅
陽
で
動
貴
の
中
に
立
ち
混
じ
り
鮮
卑
兵
士
の
上
に
立
っ
て
軍
務
を
遂
行
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
武
成
一
帝
期
ま
で
彼
ら
に

統
帥
擢
は
無
か
っ
た
。
こ
の
黙
は
動
貴
ら
将
軍
達
と
の
聞
に
妥
協

・
調
和
が
と
ら
れ
て
い
た
事
を
-
意
味
す
る
。
し
か
し
兵
員
の
編
成
配
備
等
を

め
ぐ
っ
て
動
貴
と
の
聞
に
し
ば
し
ば
緊
張
を
生
ず
る
事
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
の
漢
人
土
人
に
と
っ
て
そ
の
地
位
は
橿
要

で
あ
る
が
危
険
を
伴
う
も
の
と
見
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
顔
之
推
の
タ
ク
チ
ク
ス
は
こ
う
し
た
酷
か
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る。

之
推
の
舎
人
任
命
の
あ
ア
た
天
池
行
幸
の
前
年
、
即
ち
天
保
八
年
、
文
宣
一
帝
一
は
聞
位
直
後
に
開
始
し
た
長
城
建
設
を
よ
り
完
全
に
す
る
魚
長

(

お

)

域
内
に
も
う
一

重
の
長
城
を
庫
洛
抜
か
ら
鳩
結
成
ま
で
四
百
徐
里
に
わ
た
っ
て
建
設
し
た
。
こ
の
重
城
を
含
め
た
長
城
一
帯
の
諸
鎮
の
箪
事
を

(

担

〉

縛
監
し
て
い
た
の
は
越
郡
王
叡
で
あ
る
。
叡
は
天
保
九
年
棲
煩
に
行
幸
し
て
来
た
一帝の
下
に
伺
候
し
て
い
る
。
棲
煩
は
天
池
の
ご
く
近
く
で
あ

り
叉
重
城
に
接
近
し
て
い
る
。
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し
た
が

っ
て
六
月
の
天
池
行
幸
は
重
城
の
現
地
視
察
を
品
兼
ね
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

北
方
の
長
城
建
設
の
背
景

に
は
勿
論
突
蕨
と
の
関
係
に
緊
張
が
増
し
て
い
た
事
が
あ
る
。
こ
の
軍
事
的
緊
張
の
中
で
の
舎
人
任
命
は
、
帝
が
之
推
に
期
待
し
た
も
の
が
文

官
の
そ
れ
で
は
な
く
、
軍
務
官
と
し
て
の
任
務
、
遂
行
だ
っ
た
事
を
窺
わ
せ
る
。
も
と
よ
り
推
論
の
域
を
出
な
い
が
、
嘗
時
の
舎
人
の
性
格
と
軍

事
朕
勢
と
を
考
え
る
時
、
こ
う
し
た
推
測
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

翌
天
保
十
(
五
五
九
)
年
十
月
、

文
宣一帝
は
晋
陽
で
死
亡
す
る。

そ
の
後
の
政
治
史
は
文
宣一一帝に
重
用
さ
れ
動
費
抑
匿
に
主
導
的
な
働
き
を

し
た
楊
惰
ら
門
閥
貴
族
勢
力
と
、
動
貴

・
功
臣

・
宗
室
と
の
闘
い
で
始
ま
司
た
。
孝
昭
・
武
成

・
後
主
期
の
政
治
展
開
の
中
で
、

一
旦
勝
利
を

牧
め
た
動
貴
に
劃
し
、
租
挺
を
中
心
と
す
る
漢
人
貴
族
・
官
僚
は
新
た
な
攻
勢
に
出
る
。
衣
-
章
で
は
軍
務
官
の
動
静
を
中
心
と
し
て
北
湾
後
期

政
治
史
を
概
観
し
、
次
に
後
期
舎
人
の
考
察
に
移
り
た
い
。
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北
斉
後
期
の
中
書
合
人

付

軍
務
官
と
北
旗門後
期
政
治
史

湛
〈
武
成
脅
〉

文
宣
一帝
一
の
死
後
そ
の
子
麿
一
帝
肢
を
擁
し
た
楊
憎
ら
は
す
べ
て
の
政
治
的
権
限
を
掌
握
す
る
魚
、
文
宣
一帝一
の
弟
常
山
王
演
(
孝
昭
脅
)・

長
贋
王

谷
川
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
高
数
以
来
の
菅
陽

・
鄭
の
二
元
瞳
制
を
否
定
し
郊
に
政
治
権

を
新
帝
と
共
に
郭

へ
移
動
さ
せ
た
。

(お〉

力
を
一
元
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
射
し
雨
王
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ

っ
て
楊
惰

一
涯
を
殺
害
し
、
軍
園
の
政
務
は
す
べ
て
菅
陽
の

大
丞
相

・
都
督
中
外
諸
軍
事
た
る
常
山
王
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
。

政
治
・
軍
事
上
の
全
機
能
が
菅
陽
に
一
元
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
書
機

能
も
例
外
で
は
な
い。

常
山
王
は
大
丞
相
た
る
期
間
す
べ
て
の
詔
教
を
菅
陽
で
貌
牧
に
起
草
さ
せ
た
。

乾
明
元
(
五
六
O
〉
年
八
月
の
即
位
後
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は
陽
休
之
に
中
書
権
限
を
委
せ
忍
田
陽
で
詔
詰
を
掌
ら
せ
、
貌
牧
を
鄭
に
追
い
返
し
て
い
る。

こ
れ
は
楊
惜
と
深
い
交
友
関
係
に
あ
司
た
貌
牧
へ

の
冷
遇
を
意
味
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
孝
昭
一
帝
一
は
貌
牧
の
今

一
つ
の
権
限
で
あ
る
監
史
に
つ

い
て
も
著
作
郎
租
挺
に
と
っ
て
か
わ
ら
せ
よ
う
と

〈お
〉

し
た
。
こ
う
し
た
孝
昭
一
帝
一
の
耳
目
陽
重
視
の
背
景
に
は
一一帝
の
楊
情
粛
清
を
支
持
し
た
動
貴
層
の
存
在
が
あ

っ
た
。

孝
昭
一帝
が
翌
皇
建
二
年
十
一
月
急
死
す
る
と
、
弟
の
武
成
一帝
が
即
位
し
、
再
び
郷
と
耳
目
陽
と
の
二
元
睦
制
が
施
か
れ
た
。
し
か
し
文
宣
帝
期

と
異
な
る
貼
は
、
鄭
都
の
質
権
を
掌
握
し
た
の
が
寡
門
出
身
の
向
書
令
越
元
深
や
恩
倖
の
右
僕
射
和
土
開
ら
で
あ
り
、

耳
目
陽
の
軍
楼
が
唐
畠

(

幻

)

(外
丘
0

・
白
建
(
騎
丘
(
)
に
全
面
的
に
委
託
さ
れ
た
事
で
あ
る
。

即
ち
郭

・
菅
陽
商
都
に
お
い
て
漠
人
名
族

・
動
貴

・
宗
室
ら
に
か
わ
り
、
よ

り
下
層
の
身
分
出
身
の
人
士
に
よ
る
質
権
掌
握
が
進
行
し
て
い
た。

中
書
省
に
お
い
て
は
武
成
一帝
即
位
と
と
も
に
租
誕
が
中
書
侍
郎
と
な
り
貫

(お
〉

樺
を
掌
握
し
た
。
彼
は
沼
陽
郡
出
身
の
名
族
で
あ
る
が
、
谷
川
氏
が
貴
族
の
恩
倖
化
と
し
て
指
摘
し
た
の
は
正
に
誕
の
事
で
あ
る
。

天
統
四
〈
五
六
八
)
年
十
二
月
の
武
成
一帝
の
死
を
う
け
後
主
が
親
政
を
開
始
す
る
と
武
成
一帝一
期
の
質
権
者
が
宗
室

・
動
貴
を
ま
き
こ
み
そ
れ

こ
の
闘
い
の
中
で
開
鍵
と
な

っ
た
の
は
晋
陽

・
京
畿
府
の
軍
事
力
で
あ
る
。

武
卒
二
(
五
七

一〉

年

ぞ
れ
議
涯
を
組
み
抗
争
を
繰
り
扱
げ
た
。



七
月
後
主
の
弟
浪
邪
王
僚
が
和
士
聞
を
倒
し
た
の
は
京
畿
大
都
督
と
し
て
掌
握
し
て
い
た
そ
の
軍
事
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
現
邪
王
は
動
貴
の

(
却

)

中
で
最
大
の
買
力
者
餅
律
光
に
よ
っ
て
敗
ら
れ
、
そ
の
直
後
の
同
年
十
月
京
畿
府
は
領
軍
府
に
統
合
さ
れ
、
租
挺
が
そ
の
質
権
を
掌
握
し
た
。

翌
三
年
正
月
、
廷
は
尚
書
令
に
遜
っ
た
唐
畠
の
後
継
と
し
て
左
僕
射
と
な
り
、
同
年
七
月
餅
律
光
を
死
に
追
い
や
っ
た
。
そ
れ
は
光
が
北
周
に

通
じ
て
い
る
と
い
う
デ
マ
を
流
す
と
い
う
好
計
に
よ
る
も
の
だ
が
、
領
軍
府
の
軍
擢
を
掌
握
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の

で
は
な

い

台、

餅
律
光
の
死
後
、
租
挺
は
「
機
衡
を
専
主
し、

白
建
(
騎
丘
ハ
)
の
聞
に
何
ら
か
の
提
携
・
妥
協
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

騎
兵
・
外
兵
事
を
組
知
」
〈
『
北
史
』
本
俸
)
し
た
と
あ
り
、

そ
れ
は
租
挺
と
唐
畠
(
外
丘
()

な
お
組
挺
が
、

以
上
に
述
べ
た
向
書
左
僕
射
と
し

て
の
地
位
、
那
と
菅
陽
の
軍
樺
の
他
に
、
鄭
の
文
林
館
に
結
集
し
た
漢
人
貴
族
・
土
人
グ
ル
ー
プ
を
も
そ
の
力
の
基
盤
と
し
て
い
た
事
は
よ
く

(

鈎

)

知
ら
れ
て
い
る
。
文
林
館
の
創
設
は
武
卒
三
年
二
月
、

即
ち
刷
所
律
光
の
死
亡
し
た
三
年
七
月
の
時
貼
で
、
組
挺
は
そ
の
勢
力
基
盤
を
す
べ
て
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掌
握
し
て
い
た
事
に
な
る
。
し
か
し
挺
は
武
卒
四
年
の
な
か
ば
頃
、
恩
倖
陸
令
萱
母
子
と
の
擢
力
闘
争
に
敗
れ
失
脚
し
て
い
る
。
そ
の
数
箇
月

(

幻

〉

前
の
同
年
正
月
、
思
倖
の
井
省
向
書
令
官同
阿
那
肱
は
鋒
尚
書
事
と
な
り
、
外
兵
及
び
内
省
の
機
密
を
組
知
し
て
い
る。

こ
れ
は
外
兵
省
の
軍
擢

が
恩
倖
涯
の
手
に
落
ち
た
事
、
恐
ら
く
唐
醤
が
租
斑
か
ら
恩
倖
涯
へ

と
乗
り
か
え
た
事
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
粗
挺
失
脚
の

一
因

は
、
軍
擢
の
喪
失
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
握
季
脅
・
劉
匙
・
封
孝
淡
ら
漢
人
名
族
・
士
人
達
は
、
租
挺
の
失
脚
後
聞
も
な
い
同
年
十
月
、

陳
軍

の
蕎
陽
占
領
に
驚
き
耳
目
陽
へ
移
動
し
よ
う
と
す
る
後
主
を
諌
め
た
事
を
契
機
と
し
、
恩
倖
勢
力
に
よ
っ
て
談
殺
に
追
い
こ
ま
れ
た
。
漢
人
名
族

の
政
治
勢
力
と
し
て
の
命
服
は
こ
こ
に
完
全
に
断
た
れ
た
。

白
建
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
唐
菖
は
北
旗
門
の
滅
亡
時
ま
で
外
兵
(
恐
ら
く
騎
兵
も
〉
の
寅
樺
を
掌
握
し
績
け
て
い
た
。
そ
れ
は
次
の
二
事
に

よ
っ
て
知
る
事
が
で
き
る
。
武
卒
六
年
閏
月
、
北
周
軍
の
進
攻
を
禦
ぐ
矯
河
陽
に
出
撃
し
よ
う
と
し
て
い
た
右
丞
相
高
阿
那
肱
は
軍
国
編
成
に

(

m

M

)

 

つ
い
て
唐
醤
に
要
請
を
し
た
が
、
畠
が
そ
の

一
部
し
か
き
き
と
ど
け
な
か
っ
た
爵
雨
者
の
聞
に
劃
立
が
生
じ
た
と
い
う
。
又
武
卒
七
年
十
二

月
、
即
ち
北
湾
滅
亡
の
直
前
、

E

目
陽
で
外
兵

・
騎
兵
の
機
密
は
侍
中
の
刷
所
律
孝
卿
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
孝
卿
は
唐
菖
に
叫
到
し
一
切
「
詞
菓
」
し
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(

お

)

な
か
ア
た
篤
畠
は
自
傘
心
を
深
く
傷
つ
け
ら
れ
、
広
田
陽
か
ら
鄭
へ
逃
亡
す
る
後
主
を
見
限
り
、
広
田
陽
で
高
澄
の
第
五
子
安
徳
王
延
宗
を
一
帝
位
に

聞
け
北
周
軍
に
最
後
の
抵
抗
を
試
み
、
降
伏
し
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
抵
抗
戦
で
は
兵
士
は
も
ち
ろ
ん
重
見
・
女
子
ま
で
が
瓢
石
を
投
げ
周
軍

(

川

品

)

に
抵
抗
し
た
と
い
う
。
外
丘
(
・
騎
兵
事
を
総
覧
す
る
立
場
に
あ
っ
た
高
阿
那
肱

・
刷
所
律
孝
卿
が
、
軍
国
編
成
に
つ
い
て
唐
畠
に
要
請
し
た
り
、

あ
る
い
は
畠
に
お
う
か
が
い
を
立
て
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
事
は
、

E

日
陽
の
軍
権
が
最
後
ま
で
唐
菖
と
い
う
軍
務
官
出
身
者
の
掌
中
に
あ
っ
た

(

お

〉

そ
の
征
討
軍
の
中
心
と
し
て
卒
定
に
あ
た
っ
た
。

事
を
示
し
て
い
る
。
な
お
唐
醤
は
武
卒
五
年
二
月
、

湖
州
刺
史
南
安
王
思
好
の
反
凱
の
際
、

そ
れ
は
唐
畠
が
か
つ
て
手
に
す
る
事
の
な
か
っ
た
統
帥
樺
を
も
掌
中
に
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
簡
畢
な
記
述
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
唐
畠
・
白
建
は
、
組
瑳
・
動
貴
・

宗
室

・
恩
倖
の
闘
い
の
中
で
、
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ

l
ト

を
握
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
力
の
根
源
は
、
軍
務
官
と
し
て
心
血
そ
そ
い
で
経
営

・
管
理
に
あ
た
っ
た
北
湾
の
軍
固
と
、
姓
名
は
剣
然
と
し
な
い

が
南
者
の
指
示
の
下
、
亙
日
陽
の
騎
兵

・
外
兵
省
で
軍
事
上
の
貫
務
を
遂
行
し
て
い
た
中
書
舎
人
の
活
動
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
で
は
他
の
後

し、。
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期
会
人
は
、

唐
畠

・
白
建
が
次
第
に
重
き
を
な
し
て
い
く
政
治
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
な
あ
り
様
を
し
て
い
た
の
か
、
節
を
改
め
て
考
察
し
た

同

後

期

舎

人

達

楊
情
に
擁
立
さ
れ
た
慶
一
帝
肢
の
下
で
舎
人
と
な
っ

た
の
は
次
の
人
物
で
あ
る。

し、

天
保
元
年
太
子
舎
人
と
な
る
。

起
復
後
、

貴
族
的
風
格
の
持
ち
主
で
秘
書
郎
に
起
家

耳目
州
法
曹
参
軍
を
鰹
て
再
び
太
子
舎
人
と
な
り
、

乾
明
元
年
中
書
舎
人
と
な
る
(
『
北
斉

⑨
封
孝
淡

溺
海
待
の
人
。

郷
兵
集
圏
を
率
い
て
高
歓
を
支
持
し
た
漢
人
名
族
封
隆
之
の
甥
。

書』

一
一一)。

そ
の
舎
人
と
し
て
の
機
能
が
何
で
あ
っ
た
か
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
貴
族
と
し
て
の
出
自

・
風
格
か
ら
考
え
彼
は
楊
情
に
よ

っ
て
東
宮
の
側

近
に
選
ば
れ
慶
一一帝
の
卸
位
と
と
も
に
中
書
舎
人
に
横
す
べ
り
し
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
武
成
一帝
期
に
中
書
侍
郎
と
震
っ
た
が
和
土
聞
と
不
仲
だ



司
た
矯
政
治
的
に
は
不
遇
だ
司
た
。
後
主
期
租
挺
が
政
権
を
掌
握
す
る
と
文
林
館
に
入
り
修
文
殿
御
覧
の
編
纂
に
参
加
し
た
。
文
筆
の
才
は
無

や
は
り
貴
族
的
風
格

・
身
の
こ
な
し
に
よ
っ
て
人
々
の
敬
慕
を
受
け
た
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
租
瑳
失
脚
後
の
武
卒
四
年
十
月

崖
季
静
ら
と
共
に
諒
殺
さ
れ
た
。

追
っ
こ
，
、
.
、

カ

ア

カ

孝
昭
期
の
舎
人
と
し
て
衣
の
雨
名
が
い
る
。

鮮
卑
貴
族
の
出
身
。
好
撃
で
属
文
を
解
し
た
。
封
城
王
依
が
司
州
牧
と
な
る
と
(
天
保
七
年
の
事
〉
そ
の
主
簿
と
な
り
、
中
外
府

⑮
陸
彦
師

東
閤
祭
酒
・
中
書
舎
人
・
逼
直
散
騎
侍
郎
・
中
書
・
黄
門
侍
郎
と
遁
る
(
『
陪
書
』
七
二
・
『
北
史
』
二
八
)
。

そ
の
舎
人
就
官
の
時
期
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

舎
人
の
直
前
の
官
で
あ
る
中
外
府
東
閤
祭
酒
は
、

明
ら
か
に
常
山
王
演
(
孝
昭

帯
)
が
亙
目
陽
に
お
い
た
中
外
府
の
府
佐
で
あ
る
。

彦
師
は
府
主
の
王
の
即
位
と
と
も
に
舎
人
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
な
お
『
北
史
』
に
よ
れ

ば
彦
師
の
長
兄
陸
印
は
、

東
貌
期
高
澄
の
大
将
軍
府
主
簿

・
中
書
舎
人
余
中
書
侍
郎
・
中
書
侍
郎
(
本
官
〉
と
遜
り
、

北
湾
初
年
に
給
事
黄
門
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侍
郎
・
吏
部
郎
と
な
っ
て
い
る
。
叉
印
の
弟
、
駿
・
杏
・
饗
も
と
も
に
中
書
舎
人
か
ら
黄
門
侍
郎
・
散
騎
侍
郎
と
な
っ

て
い
る
。
印
か
ら
彦
師

に
い
た
る
兄
弟
が
東
貌
か
ら
孝
昭
期
に
か
け
・
次
々
と
舎
人
・
中
書
黄
門
侍
郎
と
な

っ
て
い
る
事
は
、
こ
の
昇
進
コ

l
ス
が
固
定
化
し
つ
つ
あ
司

た
事
を
窺
わ
せ
る
。

⑪
裳
津

湾
本
紀
中
に
、
孝
昭
帝
が
政
務
上
の
依
貼
を
臣
下
に
た
ず
ね
た
援
を
絞
述
し
、

得
失
を
問
う
」
と
あ
り
、
非
摂
津
が
「
有
識
の
士
、
威
く
細
な
る
を
傷
む
と
言
う
。

一帝一
王
の
度
、
頗
る
未
だ
弘
か
ら
ざ
る
と
帰
す
」
と
答
え

『
北
史
』
七

「曾
て
舎
人
装
調
停
に
在
外
の
議
論

た
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
合
人
が
側
近
と
し
て
一
一
帝
の
顧
問
に
あ
た
っ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
一
方
『
北
斉
書
』

=
二

王

時
停
に
、

漢
人
名
族
た
る
王

時
・
陽
休
之
を
謹
告
し
た
人
物
と
し
て
裳
津
の
名
を
あ
げ
、
「
一帝
、
資
帥
奈
津
・
主
書
察
揮
を
し
て
群
下
を
伺
察
せ
し
む
。
好
ん
で
相
い
謹
柾

す
れ
ば
、
朝
士
呼
び
て
斐
察
と
震
す
」
と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
記
事
中
の
非
摂
津
が
同

一
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
一帝一
の
耳
目
た
る
恩
倖
的
寒
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人
と
言
え
よ
う
。
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武
成
一
帝
一
期
に
移
ろ
う
。

⑫
萄
士
遜

康
卒
の
人
。
そ
の
文
は
清
風
ハ
と
賞
賛
さ
れ
た
。
東
貌
末
に
司
州
秀
才
に
翠
げ
ら
れ
た
が
天
保
十
年
ま
で
官
に
就
け
な
か

っ
た
。

孝
昭
期
に
碩
儒
馬
敬
徳
の
推
薦
で
中
書
主
書
と
な
り
、
武
成
期
に
中
書
舎
人
と
な
り
文
節
の
才
に
よ
り
重
用
さ
れ
、
後
主
期
に
中
書
侍
郎

と
な
る
(
『
北
済
書
』
四
五

文
苑
)
。

⑬
李
徳
林

博
陵
安
卒
の
人
。
幼
い
頃
か
ら
事
才

・
文
才
に
秀
で
、
天
保
八
年
定
州
刺
史
任
城
王
潜
に
よ
っ
て
秀
才
に
奉
げ
ら
れ
た
が
、
興

え
ら
れ
た
官
が
「
西
省
の
散
員
」
た
る
殴
中
将
軍
で
あ
っ
た
錆
就
官
せ
ず
鯖
郷
し
た
。
孝
昭
期
に
黙
の
長
贋
王
の
下
で
高
元
海
と
共
に
機

密
を
参
掌
す
る
。
王
が
即
位
す
る
と
奉
朝
請
と
な
り
舎
人
省
に
直
し
た
。
天
統
中
に
給
事
中
と
な
り
中
書
省
に
直
し
詔
詰
を
掌
る
。
舎
人

に
遜
り
中
書
侍
郎
②
宋
土
素
と
侍
中
越
彦
深
の
副
官
と
し
て
機
密
を
典
る
。
武
卒
三
年
組
挺
は
侍
中
と
な
り
趨
彦
深
を
中
央
政
界
か
ら
追

放
し
た
が
、
徳
林
の
才
能
を
高
く
許
債
し
中
書
侍
郎
と
し
て
草
制
を
掌
ら
せ
た
。
文
林
館
が
創
設
さ
れ
る
と
顔
之
推
と
共
に
館
事
を
主
宰
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し
た
(
『惰
書
』
四
二
)
。

後
期
の
舎
人
は
以
下
の
人
々
で
あ
る
。

⑭
顔
之
推

天
保
九
年
に
舎
人
就
官
を
回
避
し
た
後
、
河
清
末
年
に
越
州
功
曹
参
軍
、
武
卒
三
年
の
文
林
館
創
設
と
と
も
に
待
詔
文
林
館
と

な
り
司
徒
録
事
参
軍
の
位
を
得
て
い
る
。
之
推
の
才
を
高
く
許
債
し
て
い
た
租
挺
は
彼
に
李
徳
林
と
と
も
に
館
事
を
掌
知
せ
し
め
、
館
中

か
ら
後
主
に
上
呈
す
る
文
書
を
一
手
に
引
き
受
け
た
。
通
直
散
騎
常
侍
に
濯
り
俄
に
中
書
舎
人
を
領
し
た
。
後
主
の
恩
龍
篤
く
、
動
要
者

の
憎
悪
の
的
と
な
っ
た
(
『
北
斉
書
』
四
五

文
苑
〉
。

林
館

・
粂
中
書
舎
人
と
な
る
。

⑮
陸
彦
師
の
兄
印
の
子
。
文
才
が
あ
り
十
九
歳
で
司
州
の
秀
才
に
奉
げ
ら
れ
秘
書
郎

・
南
陽
王
文
皐

・
遁
直
散
騎
侍
郎

・
待
詔
文

父
の
印
は
李
徳
林
を
高
く
評
債
し
父
に
削
到
し
徳
林
を
み
な
ら
う
よ
う
命
じ
た
と
い
う
(
『
北
史
』
二
八

本

⑮
陸
父

停
・
『
惰
素
直
』
四
二

李
徳
林
侍
)
。

⑮
王
勘

太
原
の
人
。
貌
牧
の
開
府
参
軍
か
ら
太
子
舎
人
を
経
て
待
詔
文
林
館
と
な
る
。
組
挺

・
貌
牧

・
陽
休
之
ら
が
忘
却
し
た
故
事
の
出



典
に
つ
い
て
全
て
言
い
あ
て
賞
賛
を
う
け
た
。
後
に
中
書
舎
人
と
漏
り
、
賓
の
滅
亡
を
迎
え
て
い
る
(『
陪
書
』
六
九
)
。

⑪
競
漕

鉦
鹿
下
曲
陽
の
人
。
貌
牧
の
宗
人
。
属
文
に
秀
で
て
い
た
。
破
邪
王
僚
の
京
畿
大
都
督
府
鎧
曹
参
軍

・
殿
中
侍
御
史
と
な
る
。

貌

牧
ら
と
と
も
に
五
躍
の
編
修
に
あ
た
り
御
覧
の
撰
定
に
も
加
わ
る
。
股
中
郎
・

中
書
舎
人
と
な
り
李
徳
林
と
と
も
に
園
史
の
編
纂
に
も
あ

た
る
(
『
惰
書
』
五
八
〉
。

臨
西
秋
道
の
人
。
天
保
年
間
賢
才
主
義
的
人
事
を
行
な
っ
た
と
し
て
著
名
な
吏
部
向
書
辛
術
の
族
子
。

十
四
歳
で
属
文
を
解
し

書
記
を
博
覧
し
た
。
天
保
中
奉
朝
請
に
起
家
し
員
外
散
騎
侍
郎

・
比
部
郎
中
・

待
詔
文
林
館
と
な
り
、
向
書
孝
功
郎
中
か
ら
中
書
舎
人
に

轄
じ
る
〈
『
惰愛
国』
五
八
〉
。

⑬
元
行
恭

⑮
辛
徳
源

①
元
文
遁
の
子
。
父
の
風
が
あ
り
俊
才
を
有
し
た
。
中
書
舎
人
・
待
詔
文
林
館
と
な
る
(『北
史
』
五
五
)。

元
行
恭
は
そ
の
俊
才
(
恐
ら
く
父
譲
り
の
語
皐
の
才〉

に
よ
り
舎
人
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

特
に
才
能
が
無
く
家
族
の
蔭
で
舎
人
と
な
っ
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た
人
物
が
い
る
。

@
鴻
慈
明

交
の
鴻
子
珠
は
妻
が
武
成
一帝
の
胡
皇
后
の
妹
だ
っ
た
篤
武
成
期
・

後
主
期
に
擢
臣
と
な

っ
た
が
和
士
聞
と
劃
立
し
、
浪
邪
王
僚

を
動
か
し
士
聞
を
殺
害
し
た
。
し
か
し
後
に
王
と
共
に
殺
さ
れ
た
。
慈
明
は
「
威
属
の
故
」
を
以
て
十
四
歳
で
准
陽
王
開
府
参
軍
事
と
な

り
司
州
主
簿
を
経
て
中
書
舎
人
と
な
る

(
『
北
斉
書
』
四
0
・
『北
史
』
五
五
猪
子
世
相
俸
・
『惰
書
』
七
一

本
停
)
。

@
張
子
職

済
北
の
人
。
父
の
張
景
仁
は
草
隷
に
た
く
み
で
東
宮
時
代
の
後
主
の
書
道
教
師
と
な
り
恩
顧
を
受
け
た
。
後
主
の
思
倖
胡
人
何

洪
珍
は
甥
に
子
聡
の
娘
を
め
あ
わ
せ
て
い
る
。
子
職
は
父
の
業
も
承
け
継
が
ず
何
の
才
も
無
か

っ
た
が
、
何
洪
珍
と
の
姻
戚
閥
係
に
よ
り

舎
人
に
抜
擢
さ
れ
更
に
給
事
黄
門
侍
郎
と
な
る
(
『
北
斉
書
』
四
四〉。

@
張
徳
沖
中
山
の
人
。
交
の
張
離
虎
は
貧
賎
の
出
身
だ

ア
た
が
明
経
の
故
に
覇
府
に
入
り
、
高
歌
の
諸
子
の
教
育
に
あ
た

司
た
。
後
主
と

現
邪
主
僚
の
侍
讃
と
な
り
後
主
の
絶
大
な
信
頼
を
得
た
。
武
卒
四
年
十
月
雀
季
野
ら
と
と
も
に
訣
殺
さ
れ
て
い
る
。
徳
沖
は
一帝
師
の
子
で

あ
る
矯
早
く
か
ら
抜
擢
を
う
け
員
外
散
騎
侍
郎
・
太
師
府
擦
か
ら
中
室
田
舎
人
と
な
り
、
例
に
随

っ
て
待
詔
文
林
舘
と
な
る
。
父
の
訣
殺
後
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北
迭
に
流
罪
と
な
る
(
『
北
開
門
書
』
四
四
〉
。

な
お
唐
畠
の
子
君
徹
(
『
北
開
門
書
』
四
O
〉
も
就
官
時
期
な
ど
一
切
不
明
で
あ
る
が
舎
人
と
な
っ

て
い
る
。
彼
の
場
合
は
父
の
下
で
E

目
陽
の
軍

務
に
従
事
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

で
は
以
上
の
後
期
舎
人
の
特
徴
は
何
か
。
第
一
に
⑨
封
孝
談
⑪
裳
津
そ
し
て
蔭
に
よ
る
舎
人
を
除
き
、
彼
ら
は
全
て
文
才

・
典
故

・
雄
事
等

す
ぐ
れ
た
翠
才
の
持
ち
主
だ
っ
た
。
明
ら
か
に
天
保
年
聞
の
質
務
能
力
の
所
有
者
た
る
軍
務
官
か
ら
文
撃
の
土
へ
と
舎
人
の
比
重
は
移
っ
て
い

る
。
第
二
に
⑬
陸
彦
師
⑮
陸
父
ら
貴
族
か
ら
⑫
萄
士
遜
の
如
き
寡
土
ま
で
幅
康
い
階
層
出
身
者
が
い
る
事
で
あ
る
。
こ
の
二
貼
か
ら
後
期
舎
人

の
登
用
に
も
賢
才
主
義
的
理
念
が
働
い
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
萄
土
遜
や
李
徳
林
が
天
保
年
聞
の
不
遇
を
事
才
に
よ
り
孝
昭
期
以
降
の
政
界

の
中
で
克
服
し
、
特
に
李
徳
林
が
舎
人
と
し
て
草
制

・
機
密
に
開
興
し
て
い
る
事
は
、

後
期
舎
人
登
用
に
楊
惰
ら
の
門
閥
主
義
的
人
事
を
否
定

す
る
傾
向
が
存
在
し
た
事
を
示
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
こ
の
雨
者
は
舎
人
か
ら
侍
郎
と
な
り
詔
詰
を
掌
っ
て
い
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
山
本
隆
義
氏
は
東
競
北
賓
の
草
制
権
は
制
度
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上
中
書
侍
郎
に
あ
り
舎
人
は
主
に
上
奏
文
の
上
呈
と
詔
款
の
俸
達
を
掌
っ
た
と
し
た
。
但
、
東
貌
の
陸
印
、
北
賓
の
こ
の
南
者
の
如
く
文
才
に

よ
っ
て
舎
人
に
登
用
さ
れ
侍
郎
に
遜
り
詔
詰
を
起
草
し
た
人
土
が
い
る
事
は
、
東
貌
北
斉
で
も
舎
人
が
草
制
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
事

を
示
し
て
い
る
。
李
徳
林
の
明
ら
か
な
例
か
ら
言
え
ば
、
舎
人

・
侍
郎
い
ず
れ
の
地
位
で
草
制
す
る
か
は
、
そ
の
人
物
の
門
地

・
資
歴
に
よ
る

と
言
え
よ
う
。

但
、
後
主
期
舎
人
の
職
掌
が
従
来
か
ら
の
上
奏
文
の
上
呈

・
詔
敷
の
下
達

・
起
草

・
桓
密
顧
問
の
み
で
な
い
事
は
、
そ
の
多
く
が
舎
人
と
共

(
お

)

に
待
詔
文
林
館
だ
っ
た
貼
か
ら
窺
わ
れ
る
。
文
林
館
は
既
に
先
撃
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
後
主
の
様
々
な
文
翠
上
の
諮
問
に
答

ぇ
、
又
修
文
般
御
覧
そ
の
他
の
書
籍
の
編
纂
に
あ
た
丹
、
た
機
関
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
待
詔
文
林
館
た
る
人
士
は
原
則
上
秀
れ
た
事
才
の
持
ち

主
で
あ
る
。
舎
人
も
北
貌
末
以
来
賢
才
の
就
く
べ
き
ポ
ス
ト
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
た
。

こ
の
共
通
性
か
ら
舎
人
と
待
詔
文
林
館
と
の
関

連
性
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
但
、
文
林
館
が
皐
な
る
文
翠
サ
ロ

ン
で
は
な
く
漢
人
文
官
グ

ル
ー
プ
の
政
治
的
結
集
の
場
で
も
あ
っ
た
と
の
先
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幻

〉

翠
の
今
一
つ
の
指
摘
か
ら
、
待
詔
文
林
館
た
る
士
人
が
中
書
舎
人
の
地
位
を
粂
ね
て
い
た
事
の
今
一
つ
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
先
述
し

た
よ
う
に
北
斉
に
お
い
て
舎
人
の
機
能
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
前
期
の
軍
務
官
た
る
職
掌
も
含
め
詔
教
の
俸
達
か
ら
草
制
・
植
密
顧
問

ま
で
幅
贋
い
も
の
だ
っ
た
。
開
ち
待
詔
文
林
館
た
る
人
士
が
文
撃
の
み
な
ら
.
す
政
治
世
界
に
力
を
及
ぼ
す
の
を
可
能
に
す
る
地
位
と
言
え
よ

ぅ
。
換
言
す
れ
ば
、
北
湾
後
期
舎
人
は
後
主
の
文
掌
上
の
顧
問
で
あ
る
と
と
も
に
漢
人
貴
族
・
土
人
の
文
化
的
力
を
政
治
力
へ
と
轄
化
さ
せ
る

牽
引
者
で
も
あ
?
た
。
顔
之
推
が
文
林
館
の
主
宰
者
と
な
り
本
官
の
他
に
舎
人
を
領
官
し
た
の
は
文
林
館
を
後
主
に
よ
り
近
し
い
も
の
と
し
て

(
叩
叩

)

結
び
附
け
る
掃
の
措
置
だ
ア
た
と
思
わ
れ
る
。
之
推
自
身
の
本
意
は
文
林
館
を
純
粋
な
文
拳
集
固
と
す
る
事
に
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
本
意
と
は
閥
わ
り
な
く
舎
人
の
地
位
は
彼
を
後
主
の
側
近
と
し
て
動
貴
・
恩
倖
ら
に
印
象
づ
け
、
そ
の
憎
悪
を
か
き
た
て
た
と
思
わ
れ

る。
以
上
の
よ
う
に
北
湾
中
書
舎
人
は
従
来
か
ら
の
舎
人
の
性
格

・
機
能
を
基
に
し
な
が
ら
も
、

前
期
の
軍
務
官

・
後
期
の
文
事
顧
問
た
る
酷
に
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固
有
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。
前
期
で
は
皇
帝
の
動
貴
に
劃
す
る
権
威
確
立
、
後
期
で
は
漢
人
貴
族
・
土
人
の
動
貴

・
恩
倖
に
封
時
し
て
の
政

権
獲
得
へ
の
意
志
を
背
景
に
、
そ
の
特
色
あ
る
機
能
が
瑳
揮
さ
れ
た
。
そ
し
て
前
期
後
期
通
し
て
そ
の
登
用
に
は
賢
才
主
義
的
理
念
が
働
い
て

い
た
。
費
る
問
題
は
、
軍
務
官
と
後
期
舎
人
と
が
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
を
い
か
に
認
識
し
関
わ
り
合
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。
次
に
こ

の
黙
を
含
め
北
斉
舎
人
の
存
在
が
提
示
す
る
そ
の
歴
史
上
の
意
義
を
考
察
し
、
結
び
と
し
た
い。

四

結
び
に
か

え

て

後
期
舎
人
は
、
名
族
⑨
封
孝
淡
・
恩
倖
⑪
斐
津
・
蔭
に
よ
る
舎
人
を
も
含
め
様
々
な
階
層
出
身
者
で
あ
り
、
多
様
な
政
治
的
背
景
を
有
し
て

い
た
。
が
、
大
率
北
斉
末
租
挺
が
中
心
と
な
っ
た
文
官
グ
ル
ー
プ
に
結
集
し
て
い
る
。
こ
の
文
官
達
が
唐
畠
・
白
建
を
い
か
に
見
て
い
た
か
、

直
接
示
す
史
料
は
無
い
。
但
、
@
張
徳
沖
の
父
離
虎
の
次
の
言
葉
は
参
考
と
な
ろ
う
。

幻7
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(
離
虎
)
嘗
て
朝
堂
に
在
り
て
鄭
子
信
に
謂
い
て
日
く

「
さ
き
ご
ろ
省
中
に
入
り
て
賢
家
唐
令
の
慮
分
を
見
る
に
、
極
め
て
所
以
な
し。

若
し
敢
行
の
兵
帳
を
作
ら
ば
、
離
、
畠
に
如
か
ず
。
若
し
主
を
桑
舜
に
致
し
身
は
覆
契
に
居
ら
ば
、
則
ち
畠
、
我
に
如
か
ず
」
と
ハ
『北
斉

書
』
四
四

儒
林
)
。

こ
こ
か
ら
は
文
を
事
と
す
る
者
の
武
を
事
と
す
る
者
へ
の
、
斯
文
の
世
界
に
生
き
る
者
の
質
務
を
掌
る
者
へ
の
侮
蔑
が
あ
り
あ
り
と
窺
え

る

恐
ら
く
そ
の
感
情
は
租
挺
を
始
め
と
し
他
の
文
官
に
も
共
通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
唐
畠
も
そ
れ
を
感
受
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

し

た
が
っ
て
租
誕
と
唐
畠
と
が
政
権
奪
取
の
箆
提
携
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
互
い

の
あ
り
様

・
政
治
理
念
を
傘
重
し
た
上
で
の
も
の
で
は
な
く
、

目
前
の
利
害
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
恩
倖
涯

・
動
貴
な
ど
他
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ

っ
て
脆
く
も
崩
れ
去
る
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
。
筆
者
は

動
資
の
下
か
ら
撞
頭
す
る
軍
務
官
、
組
斑
涯
の
中
の
李
徳
林
ら
門
閥
貴
族
の
抑
座
を
そ
の
才
に
よ
っ
て
は
ね
の
け
た
寒
土
の
存
在
に
女
代
を
擢

う
新
し
い
勢
力
の
委
を
看
取
し
て
い
る
。
谷
川
氏
は
動
費
撞
頭
の
背
景
に
様
々
な
民
衆
の
自
由

へ
の
希
求
、
身
分
制
打
破
の
志
向
を
讃
み
取
っ

た
。
筆
者
は
、
こ
の
志
向
を
北
費
社
舎
の
中
で
新
邸
内
貴
族
と
な
り
お
お
せ
た
動
貴
に
か
わ
り
よ
り
鮮
明
に
措
っ
た
の
が
賢
才
主
義
的
登
用
に
よ

る
舎
人
と
理
解
し
、
こ
の
新
勢
力
が
一
つ
に
ま
と
ま
り
え
な
か
っ
た
貼
に
北
費
社
舎
の
限
界
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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但
し
中
書
舎
人
の
官
制
上
の
設
展
に
つ
い
て
北
斉
は
注
目
す
べ
き
時
期
で
あ
る
。
筆
者
は
官
頭
で
南
朝
梁
の
中
室田
舎
人
制
に
賢
才
主
義
的
理

〈

m
m
)

念
が
み
ら
れ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
制
度
上
、
粂
官
制
を
通
し
て
質
現
さ
れ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
理
解
で
あ
る
。
即
ち
舎
人
が
多
く
粂
官
で

あ
っ
た
潟
、
本
官
ほ
ど
に
は
門
地

・
資
歴
の
制
限
を
受
け
な
か
っ
た
。
流
内
四
班
た
る
そ
の
官
品
か
ら
す
れ
ば
本
来
就
官
困
難
な
門
地
の
高
い

貴
族
も
、

叉
流
外
官
に
し
か
就
官
し
え
な
い
よ
う
な
寒
士

・
寒
人
で
も
舎
人
が
粂
官
だ
っ
た
潟、

そ
れ
に
就
く
事
が
で
き
た
と
考
え
た
の
で
あ

る
宋
湾
代
で
も
恩
倖
た
る
舎
人
は
粂
官
と
し
て
就
官
し
、

そ
の
際
の
本
官
は
嘗
初
流
外
官
や
流
内
七
品
た
る
舎
人
よ
り
も
低
い
八

・
九
品
官
だ

っ
た
。
彼
ら
が
舎
人
と
し
て
権
勢
を
強
め
る
と
そ
の
本
官
は
高
い
官
口
問
の
も
の
と
な
る
が
、
将
軍
職
・
各
種
校
尉
な
ど
の
武
職
か
散
騎
系
の
質

質
権
限
の
な
い
官
職
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
こ
れ
に
掛
し
梁
代
で
は
舎
人
の
本
官
に
侍
中
・
中
書

・
黄
門
侍
郎
な
ど
門
閥
貴
族
が
清
官
と
し
て



占
有
し
績
け
た
官
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
清
官
を
本
官
と
し
舎
人
に
就
官
し
た
人
士
は
ほ
と
ん
ど
賢
才
た
る
寒
土
だ

っ

た
。
こ
れ
は
清
官
と
従
来
擢
要
官
で
は
あ
る
が
濁
官
と
さ
れ
て
き
た
舎
人
と
を
賢
才
た
る
人
士
の
人
格
に
よ
っ
て
統

一
す
る
試
み
と
考
え
ら
れ

る

即
ち
粂
官
制
に
よ
り
門
地
に
関
わ
り
な
く
人
材
を
登
用
し
、

更
に
官
制
中
の
清
濁
の
別
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
が
梁
代
舎
人
制
だ
っ

た
。
し
か
し
こ
の
試
み
は
陳
代
で
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
陳
代
に
中
書
侍
郎
を
本
官
と
し
た
舎
人
は
初
期
の
茶
景
歴
(
『
陳
書
』
二
ハ
〉
の
み

で
あ
り
、

中
書
官
に
限
定
し
て
で
は
あ
る
が
、
侍
郎
と
舎
人
の
結
合
は
、
舎
人
経
験
者
が
そ
の
任
を
離
れ
て
後
の
遜
官
コ

l
ス
の
中
で
侍
郎
と

な
る
ケ
l
ス
を
含
め
て
も

一
切
見
ら
れ
な
く
な
る
。

(
本
官

北
湾
舎
人
は
、

就
官
形
態
か
ら
言
う
と
本
官
と
し
て
舎
人
と
な

っ
て
い
る
割
合
が
高
い
。

粂
領
官
と
し
て
舎
人
と
な
っ
た
の
は
、
④
王
土
良

給
事
黄
門
侍
郎)、

⑦
唐
畠
(
同

員
外
散
騎
常
侍
)
、

通
直
散
騎
常
侍
)
、
⑮
陸
V
〈
(
同

遁
直
散

騎
侍
郎
)
で
あ
り
、

給
事
中)、

③
白
建

(

問

⑬

顔

之

推

〈

同

こ
れ
以
外
の
人
士
は
少
な
く
と
も
史
書
の
表
現
か
ら
す
れ
ば
本
官
と
し
て
就
官
し
て
い
る。

っ
た
人
士
の
そ
の
後
の
遜
官
コ

1
ス
を
見
る
と
大
寧
中
書
侍
郎
〈
①
元
文
透
、
③
宋
士
素
、
@
虚
潜
、
@
封
孝
談
、
⑮
陸
彦
師
、
⑫
萄
土
遜
、
⑬
李
徳

更
に
本
官
と
し
て
舎
人
と
な
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林
)
・
黄
門
侍
郎
(
元
文
進
、
宋
土
索
、
虚
港
、
陸
彦
師、

@
張
子
磁
〉
を
経
て
い
る
。
即
ち
舎
人
の
官
は
、
中
書

・
門
下
雨
省
の
次
官
と
な
る
前
に

就
く
べ
き
一

ス
テ
ッ
プ
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
司
た
と
言
え
よ
う
。

前
-
章
第
二
節
で
ふ
れ
た
陸
叩
・

彦
師
ら
五
兄
弟
が
次
々
と
舎
人
か
ら
中
書

侍
郎

・
黄
門
侍
郎
と
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
好
例
と
言
え
よ
う
。

一
E
こ
う
し
た
遜
官
コ

l
ス
が
定
着
す
る
と
、
新
興
の
成
り
上
り
人
士
と
そ

の
家
族
に
と
っ
て
こ
の
コ

i
ス
に
乗
る
事
は
熱
望
の
的
と
な
る
。
特
別
な
才
が
な
く
蔭
に
よ
っ
て
合
人
と
な
っ
た
人
土
は
こ
う
し
た
背
景
の
中

で
登
場
し
た
と
思
わ
れ
る
。

粂
官
制
が
人
格
に
よ
っ
て
本
官
〈
中
書
黄
門
侍
郎
〉
と
粂
官
(舎
人
)
と
の
関
連
を
維
持
し
て
い
る
の
に
掛
し
、

舎
人
の
本
官
化
と
雨
侍
郎
へ

の
遜
官
コ

l
ス
の
定
着
は
、
舎
人
と
雨
侍
郎
の
地
位
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
関
連
づ
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
舎
人
の
本
官
化
と
こ
の
遁
官
コ
ー

ス
の
定
着
は
、
舎
人
に
就
官
し
そ
の
地
位
を
質
質
的
に
高
め
て
き
た
寒
土

・
寒
人
の
身
分
的
上
昇

・
門
閥
主
義
的
身
分
制
打
破
へ
の
志
向
を
根
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源
的
ェ
、
不
ル
ギ
!
と
し
て
生
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
北
湾
期
に
寒
門

・
寒
人
の
撞
頭
と
い
う
南
北
朝
通
し
て
の
一
大
潮
流
が
、
官
僚
シ
ス
テ
ム

の
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上
に
一
つ

の
結
買
を
も
た
ら
し
た
。
舎
人
か
ら
中
書
侍
郎
へ
と
い
う

コ
l
ス
は
、
初
唐
の
初
期
中
央
重
要
文
官
の
遷
穂

コ
l
ス
と
し
て
存
在
し

ハ

ω〉

た
。
即
ち
北
商
代
は
南
北
朝
か
ら
惰
唐
代
に
到
る
官
僚
制
設
達
史
の
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。

註(
1
〉

字
都
宮
清
吉
氏
「
顔
之
推
の
タ
ク
チ
タ
ス
」
(同
氏

『中
園
古
代
中

世
史
研
究
』
創
文
社

一
九
七
七
年
所
枚
)
。
な
お
本
文
の
顔
之
推

に
関
す
る
記
述
は
、
『
北
斉
書

』

四

五

文

苑

顔
之
推
臨
時
に
基
づ

い

て
い
る
。

(
2
〉
南
北
朝
の
中
審
会
人
に

つ
い
て
は
、
山
本
隆
義
氏
『
中
園
政
治
制
度

の
研
究
|
|
内
閣
制
度
の
起
源
と
設
展
|
|
』
(
東
洋
史
研
究
曾

一

九
六
八
年
)
第
五
・
六
章
参
照
。
特
に
梁
代
中
書
舎
人
に
つ

い
て
は
、

拙
稿
「
梁
の
中
書
舎
人
と
南
朝
賢
才
主
義
」
(『名
古
屋
大
皐
東
洋
史
研

究
報
告
』
一

O

一
九
八
五
年
)
、
北
貌
の
合
人
に
つ
い
て
は
鄭
欽
仁

氏

『北
貌
中
書
省
考
』
(
園
立
廷
潤
大
摩
文
史
叢
刊
之
十
四
一
九
六

五
年
)
第
三
章
参
照
。
な
お
本
文
中
の
北
貌
孝
荘
期
・
東
貌
舎
人
に
関

す
る
指
摘
は
、
主
に
筆
者
の
知
見
に
よ
る
。

(

3

)

山
本
氏
前
掲
書
一
九
一
頁
。

(

4

)

祝
総
斌
氏

『問
漢
貌
耳
目
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』

(
中
園
祉
曾
科
皐

出
版
社
一
九
九

O
年
)
第
九
章
第
四
節

北
朝
的
中
書
省
参
照
。

(

5

)

穆
銭
氏

「策
貌
北
湾
政
治
上
漢
人
輿
鮮
卑
之
衝
突
」
(
原
載
四
川
大

闘争

『
史
皐
論
叢
』
第
一
期
一
九
四
九
年
同
氏
『
讃
史
存
稿
』
三
聯

智
広

一
九
七
八
年
香
港
所
牧
)
、
殿
耀
中
氏
「
北
湾
政
治
輿
向

書
弁
省
」
(
『
上
海
師
範
大
皐
皐
報
』
哲
祉
版
一
九
九
0
1四
)
、
漆

津
邦
氏
「
論
東
貌
|
北
湾
的
倒
退
」
(
『
貌
耳
目
南
北
朝
史
研
究
』
四
川
社

舎
科
開
学
院
出
版
社
一
九
八
六
年
)
参
照
。

(

6

)

内
田
吟
風
氏
「
北
朝
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
・
旬
奴
等
諸
北
族
系
貴
族

の
地
位
」
(同
氏

『旬
奴
史
研
究
』
創
元
社

一

九

五
三
年
所
枚
)
。

(

7

)

谷
川
道
雄
氏
「
北
賛
政
治
史
と
漢
人
貴
族
」
(
同
氏

『
惰
唐
帯
園
形

成
史
論
』
筑
摩
書
房

一

九

七

一
年)。

(

8

)

唐
代
の
中
書
合
人
に
つ
い
て
は
、
破
波
護
氏
「
麿
の

三
省
六
部
」

〈
唐
代
史
研
究
禽
編

『
惰
麿
脅
園
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
汲
古
書
院

一

九
七
九
年
所
枚
〉
参
照
。

ハ
9
)

謬
鍛
氏

「北
朝
之
鮮
卑
語
」
(
同
氏
前
掲
『
讃
史
存
稿
』
所
枚
)
、
漆

氏
前
掲
論
考
。

ハ
mv
周
一
良
氏
『
貌
菅
南
北
朝
史
札
記
』

(中
華
書
局

一
九
八
五
年
)

四
O
六
頁
、
厳
氏
前
掲
論
考。

(
孔
〉
楊
耀
坤
氏
「
東
貌
北
斉
丘
一
制
概
論
」
(
中
園
貌
耳
目
南
北
朝
史
皐
曾
編

『
貌
耳
目
南
北
朝
史
論
文
集
』
済
魯
書
杜

一
九
九
一

年)。

(
ロ
)
京
畿
大
都
督
に
つ
い
て
は
、
演
口
重
園
氏
「
東
貌
の
兵
制
」

(
同
氏

『
秦
漢
惰
唐
史
の
研
究
』
上
容

東

京

大
皐
出
版
倉

一
九
六
六
年

所
収
)
、
楊
氏
前
掲
論
考

参
照
。

(
日
)
湯
氏
前
掲
論
考
。

(
M

)

谷
川
氏
前
掲
書
二
七
二
頁
。

(お
〉
谷
川
氏
前
田
問
書
二
七
三

1
四
頁
。
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(
日
四
〉
巌
氏
前
掲
論
考
。

ハ
げ
〉
谷
川
氏
前
掲
書
二
九
三
頁。

(
四
〉
劉
裕
の
東
府
城
の
覇
府
は
、
「
ハ
義
照
〉
四
(
四

O
八
)
年
正
月
、
徴

公
入
輔
、
授
侍
中
・
車
騎
将
軍

・
開
府
儀
同
三
司

・
揚
州
刺
史
・
銭
向

書
、
徐
禿
二
州
刺
史
如
故
」
(
『
宋
書
』
一
)
と
あ
る
入
朝
輔
政
時
に
設

置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
そ
の
四
年
前
桓
玄
を
建
康
か
ら
騒
逐

し
た
元
興
三
(
四

O
四
)
年
三
月
に
、

「
於
是
推
高
祖
母
周
使
持
節
・
都

督
揚
徐
禿
珠
青
葉
幽
弁
八
州
諸
軍
事
・

領
軍
服
府
軍
・
徐
州
刺
史
」
〈
同

前
)
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
黙
か
ら
劉
裕
は
貧
質
的
に
覇
者
で
あ

り
、
京
口
に
覇
府
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。

調
畑
道
成
は
、
元
徽
五
(
四
七
七
)
年
七
月
の
劉
宋
後
腹
需
の
死
の
直
後

東
府
城
に
入
り
、

「進
位
侍
中

・
司
空

・
録
街
書
事

・
壕
騎
大
将
軍
:
・

・:
、
太
租
固
僻
上
菱
、
削
壊
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
」
ハ
『南
端
門

書
』
一
〉
と
あ
る
。
こ
の
時
貼
で
そ
の
覇
府
が
開
か
れ
た
と
言
え
よ
う
。

(
悶
)
驚
街
は
南
湾
東
昏
侯
の
永
元
一二

(五

O
一
〉
年
(
和
帯
の
中
興
元

年
)
十
二
月
丙
寅
の
東
昏
侯
の
殺
害
後
に
「
授
高
祖
中
審
監

・
都
督
揚

南
徐
二
州
諸
軍
事
・
大
司
馬

・
録
術
書
・
標
騎
大
賂
軍
・
揚
州
刺
史

・

:
・
」
〈
『
梁
書
』
一
)
と
あ
る
よ
う
に
覇
府
を
有
し
た
。
東
昏
侯
の
死
の

二
十
日
後
、
「
丙
氏
、
入
銀
殿
内
」
ハ
『南
史
』
六
梁
本
紀
上
〉
と

あ
り
、
そ
の
覇
府
が
肇
域
内
に
置
か
れ
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

(
却
)
驚
街
は
覇
府
開
府
後
二
箇
月
で
梁
の
園
蓋
を
置
き
、
更
に
二
箇
月
後

の
中
興
二
(
天
監
元
〉
年
四
月
受
穏
を
迎
え
て
い
る
。
措
畑
道
成
は
東
府

入
城
の
二
年
後
、
即
ち
昇
明
三
(
建
元
元
)
年
三
月
に
斉
園
肇
を
建

て
、
翌
月
間
位
す
る
。
劉
裕
は
、
東
府
入
城
か
ら
八
年
後
の
義
照
十
二

(
四
二
ハ
)
年
十
二
月
宋
公
に
封
ぜ
ら
れ
侍
中
・
黄
門
侍
郎
・
向
書
左

丞
ら
の
官
が
園
蔓
に
置
か
れ
た
。
更
に
四
年
後
の
元
照
二

(
永
初
元
)

年
六
月
に
即
位
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
過
に
つ
い
て
は
宮
川
向
志
氏

「
穏
譲
に
よ
る
王
朝
革
命
の
研
究
」

(同
氏
『
六
朝
史
研
究

政
治

・

枇
舎
篇
』
日
本
皐
術
振
興
禽

一
九
五
六
年
所
牧
)
参
照
。

(
公
〉
帯
用
街
革
命
軍
国
に
つ
い
て
は
、
安
田
二
郎
氏
「
南
朝
の
皇
帝
と
貴
族

と
豪
族

・
土
豪
層
|
|
梁
武
需
の
革
命
を
手
が
か
り
に
|
|
」
(『中
圏

中
世
史
研
究
』
東
海
大
皐
出
版
舎
一
九
七

O
年

所

枚

)
、
越
智
重

明
氏

「州
賂
粛
街
の
暴
兵
を
め
ぐ
っ
て
」
ハ
『
軍
事
史
皐
』
九

一
九
六

七
年
)
、
粛
道
成
の
革
命
軍
国
に
つ
い
て
は
安
田
氏
「
粛
道
成
の
革
命
軍

国
」
ハ
『
愛
知
豚
立
大
皐
文
同
学
部
論
集
』

一
一
一
一
九
七

一
年
〉
参
照
。

(
沼
)
劉
裕
の
革
命
軍
闘
に
つ
い
て
は
、
川
勝
義
雄
氏
「
劉
宋
政
権
の
成
立

と
寒
門
武
人
」
(
同
氏

『
六
朝
貴
族
制
批
舎
の
研
究
』
岩
波
書
広

一

九
八
二
年
所
枚
)
、
石
田
徳
行
氏
「
劉
裕
集
園
の
性
格
に
つ
い
て
」

(
『
木
村
正
雄
先
生
退
官
記
念
東
洋
史
論
集
』
一
九
七
六
年
所
牧
)
、

吉
川
忠
夫
氏
『
劉
裕
』

(
人
物
往
来
祉
一

九
六
六
年
〉
参
照
。

(お〉

「
是
年
、
於
長
城
内
築
重
城
、
自
庫
洛
抜
而
東
至
於
鴻
絃
成
、
凡
四

百
絵
里
」
(
『
北
斉
書
』
四

帯一
紀
第
四
文
宣
天
保
八
年
の
篠
末

尾〉。

(
担
)
「
(
天
保
)
八
年
徴
叡
赴
輸
相
、
初
除
北
朔
州
刺
史
、
都
督
北
燕

・
北

蔚

・
北
低
三
州
、
及
庫
推
以
西
資
河
以
東
長
城
諸
銀
諸
軍
事
。
叡
慰
撫

新
濯
、

量
置
燦
成
、
内
防
外
禦
、
備
有
燦
法
、
大
信
用
兵
民
所
安
。
・

:
:

九
年
、

車
駕
幸
楼
煩
、
叡
朝
於
行
宮
、
の
従
選
耳
目
陽
。
」

(『
北
斉
書
』

十
三
越
郡
王
叡
停
〉
。

ハ
お
)

谷
川
氏
前
掲
書
二
九
三
頁
。

(
お
)

「及
(
文
宣
〉
喬
一
鴎
於
青
陽
、
勝
召
牧
及
中
山
太
守
陽
休
之
参
議
士
ロ
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凶
之
種
、
弁
掌
詔
詰
。
:
・
・
及
孝
昭
居
中
宰
事
、
命
牧
禁
中
魚
諸
詔

文
、
積
日
不
出
。
拙
判
中
書
監
。
皇
建
元
年
、
除
兼
侍
中
・
右
光
源
大
夫
、

の
儀
同
・
監
史
。
:
・
而
孝
昭
別
令

(
陽
)
休
之
兼
中
書
、
在
耳
目
陽
典

詔
詰
、
牧
留
在
鄭
。
・
:
:
・
叉
除
租
挺
魚
著
作
郎
、
欲
以
代
枚
」
(
『北

史
』
五
六
貌
収
停
)
。
貌
枚
と
楊
憶
と
の
交
友
関
係
に
つ
い
て
は
、

『
貌
書
』
に
つ
い
て
の
「
於
是
衆
口
誼
然
、
挽
信
用
『
穣
史
』
、
投
牒
者

相
衣
、
枚
無
以
抗
之
。
時
左
僕
射
楊
倍
・
右
僕
射
高
徳
正
二
人
勢
傾
朝

野
、
輿
枚
皆
殺
。
牧
途
篤
其
家
並
作
停
、
二
人
不
欲
言
史
不
賞
、
抑
塞

訴
鮮
、
終
文
宣
世
、
更
不
重
論
」
(
同
前
)
と
い
う
記
事
か
ら
も
そ
の

一
端
が
窺
わ
れ
る
。

(
幻
)
「
〈
和
土
開
)
叉
除
向
書
左
僕
射
、
何
兼
侍
中
。
:
:
:
至
設
武
成
云

『
自
古
帝
王
、
謹
震
灰
士
、
実
舜
祭
約
、
克
復
何
異
。
陛
下
宜
及
少

壮、

怒
意
作
築
、
従
横
行
之
、
即
是
一
日
快
活
敵
千
年
。
園
事
分
付
大

臣
、
何
慮
不
排
。
無
魚
自
動
約
也
。
』
帯
大
悦
、
於
是
委
越
彦
深
掌
官

爵
、
元
文
進
掌
財
用
、
唐
凶
邑
掌
外
兵
、
白
建
掌
騎
兵
、
宮
崎
子
涼
・
胡
長

楽
掌
東
宮
」
(
『
北
史
』
九
二
恩
倖
和
士
関
停
)
。

(
お
〉
「
(
租
)
挺
善
潟
胡
桃
泊
以
塗
登
、
震
進
之
長
庚
玉
、
因
言

『
殿
下

有
非
常
骨
法
、
孝
徴
夢
殿
下
乗
上
天
』
。
王
謂
臼
『
若
然
、
嘗
使
兄
大

富
貴
』
。
及
即
位
、
是
震
武
成
皇
帯
、
擢
奔
中
書
侍
郎
」

(
『
北
史
』
四

七
組
誕
俸
)
。

(
m
U
〉
「
始
奏
罷
京
畿
府
併
於
領
軍
、
事
連
百
姓
、
皆
錆
郡
豚
、
宿
衛
都
督

等
貌
位
従
醤
官
名
、
文
武
服
章
並
依
故
事
」
ハ
『
北
史
』
租
褒
俸
)
と
あ

る
よ
う
に
、
京
畿
大
都
督
府
の
慶
止
を
寅
際
に
行
な
っ
た
の
は
租
漢
で

あ
る
。
こ
の
慶
止
に
よ
っ
て
鄭
の
宿
術
官
を
統
括
す
る
唯
一

の
組
織
と

な
っ
た
領
軍
府
に
射
し
挺
は
、
一
般
民
庶
に
関
連
す
る
事
務
は
蛍
該
の

郡
豚
官
街
に
権
限
を
移
し
た
り
す
る
な
ど
の
制
度
改
革
を
寅
行
し
て
い

る
。
同
俸
の
書
き
方
に
よ
る
と
租
瑛
は
武
卒
三
年
七
月
に
斜
律
光
を
死

に
遣
い
込
ん
だ
後
、
領
軍
開
府
軍
の
地
位
を
切
望
し
、

動且貝
官同元
海

・
恩

倖
韓
長
驚
ら
と
樹
立
し
た
と
あ
る
が
、
恐
ら
く
前
年
十
月
の
京
畿
府
の

廃
止
時
か
ら
領
軍
府
へ
の
控
制
を
開
始
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お

租
挺
が
京
畿
府
の
慶
止
に
よ
っ
て
同
府
に
集
結
し
て
い
た
鮮
卑
軍
土
の

力
を
弱
め
よ
う
と
し
た
と
す
る
穆
鍛
氏
の
指
摘
(
同
氏
前
掲

「東
貌
北

斉
政
治
上
漢
人
輿
鮮
卑
之
衝
突
」
)
は
注
目
に
値
す
る
。

(
鈎
)
穆
鍛
氏
前
註
所
掲
論
考
、

士
口川
忠
夫
氏
『
六
朝
精
神
史
研
究
』

(
同

朋
合

一
九
八
四
年
)
第
九
一
章
顔
之
推
論
、
宇
都
宮
清
士
口
氏
「
北
斉

書
文
苑
惇
内
顔
之
推
俸
の
一
節
に
つ
い
て
」

(
同
氏
前
掲
書
所
枚
〉
参

照。

(
紅
)

『北
史
』
八
斉
本
紀
下
に
「
(
武
卒
〉
四
年
春
正
月
戊
寅
、
以
弁

省
向
書
令
高
阿
那
肱
震
録
向
書
事
」

と
あ
り
、

『
北
斉
書』

五
O
恩

倖
俸
に
「
武
卒
四
年
、
令
其
録
向
害
事
、
叉
線
知
外
兵
及
内
省
機
密
」

と
あ
る
。

(
ロ
)

「
腐
局
師
来
冠
、
丞
相
高
阿
那
肱
率
兵
赴
援
、

阿
国
配
割
不
甚
従
允
、

因
此
有
隙
」
〈
『
北
斉
霊園』

四
O
唐
醤
停
)
。

(
お
〉
「
車
駕
将
幸
E

日
楊
、
殺
孝
卿
総
知
騎
丘
ハ
度
支
、
事
多
自
決
、
不
相
謁

葉
。
出
邑
自
侍
従
覇
朝
以
来
常
典
極
要
、
歴
事
六
帯
、
恩
遇
甚
重
、
一

E

a周
孝
鋼
所
経
、
負
気
欝
快
、
形
於
辞
色
。
帯
卒
陽
敗
後
、
狼
叙
還
鄭

都
。
畠
催
那
肱
譜
之
、
恨
斜
律
孝
卿
軽
己
、
途
留
耳
目
陽
、
奥
莫
多
婁
敬

願
等
崇
樹
安
徳
王
気
帯
。
信
宿
城
陥
、
醤
途
降
周
」
(
同
前
註〉。

ハ
鈍
〉
「
(
安
徳
王
)
延
宗
見
土
卒
、
皆
親
執
手
陳
僻
、
自
稽
名
、
流
沸
鳴

底
。
衆
皆
争
篤
死
、
重
見
女
子
亦
乗
屋
鍍
校
、
投
甑
石
以
禦
周
軍
」
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(
『
北
史
』
五
二
安
徳
王
延
宗
停
〉
。

(
お
)
「
(
武
卒
五
年
〉
二
月
乙
未
、
車
駕
至
自
菅
陽
。
朔
州
行
蔓
南
安
王

思
好
反
。
辛
丑
、
行
幸
菅
陽
。
向
書
令
唐
醤
等
大
破
思
好
」
(
『
北
史
』

八〉。

(
日
四
〉
註
(

m

山
)
所
掲
諸
論
考
参
照
。

283 

ハ
幻
)
同
前
註
。

(
お
〉
註
(
叩
〉
所
掲
士
ロ
川
氏
論
著
二
九
一

一貝

(
鈎
)
註
ハ
2
〉所
掲
拙
稿
参
照
。

(
的
制
)
孫
図
棟
氏
『
唐
代
中
央
重
要
文
官
遜
鱒
途
径
研
究
』

一
九
七
八
年
〉
一
八
一
頁
参
照
。

参
照
。

(
龍
門
書
庖
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青海that include details of military law regulating the conferral of these

titles.

　

In this paper, ｌ analyze the nature of these strips and attend to

link the titlesbestowed on soldiers with their specific military achievements｡

　　

These strips show that there was close restriction of titles bestowed for

military distinction･ although this form of imperial recognition became

more common during the latter half of the Former Han. To compensate

for the relat沁e infrequency of the conferral of titles,gifts of cash were

also given to soldiers in recognition of military achievement.　l also

analyze in this paper the distinction between Baijue 秤爵, or titles conferred

specifically in recognition of military achievements, and Cijue賜爵, titles

bestowed in recognition of non-military services.

ON THE NATURE OF THE ZHONGSHU SHEREN 中書舎人

　　　　　　　

UNDER THE NORTHERN QI 北斉

Enomoto Ayuchi

　　　

Under the Northern Qi regime, the functions of the Zhongshu Sheren,

or privj' secretariat, included the drafting and implementation of imperial

orders and decrees, in addition to ｅχercising control over all civilian and

military classified information. In the Tianbao 天保period, the ｏ伍cials of

the Zhongshu Sheren were in charge of military affairs. These officials

were appointed to their posts in order to assist Emperor ぺｖｅｎｘｕａｎ文宣帚

to resist the pressure of the χungui 動貴, or“meritorious dignitaries”，and

for the purpose of gaining control over the military.

　　　

In the latter half of the dynasty, many ｏ伍cials of the Zhongshu Sheren

served Emperor Houzhu 後主as literary advisers. These ｏ伍cials were

primarily civilians who had risen to power in struggled against Ｅｎχing

恩倖, the emperor's favorites, and against the χungui. Most of the officials

of the Zhongshu Sheren under the Northern Qi were
selected on the basis

of their accomplishments･including literary and business
ability, regardless

of their family status.　The selection of these ｏ伍cialｓ
was thus based on

the system of recog心tion of merit, ａ system which
was to become ａ
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distinctivecharacteristicof the latter part of the Southern and Northern

Dynasties period.　This piactice of ｏ伍cialappointment based on merit

was also a distinctive characteristicof the Zhongshusheng 中書省，０ｒ

bureau of the imperial secretariat,under the Northern Qi regime.

THE EARLY ACTIVITIES OF SHI CUNTONG 施存統

　　　　

IN THE FOUNDING or THE CHINESE

　　　　　　　　　

COMMUNIST PARTY

ISHIKAWA Yoshihiro

　　

Shi Cuntong (1899―1970) was ａ main figure in the Chinese Commu-

nist Party （ＣＣＰ）in its early period. He is known not only as ａ leading

figure among Chinese communists in Japan during the CCP's first cong-

ress days, but also from the fact that he served as the first secretary of the

Chinese Socialist Youth Party, established in May, 1922.

　　

As early as the May Fourth period, Shi took part in the Labor-

learning Mutual Aid Corp in Beijing 北京工讃互助團. After the dissolu-

tion of this corp, Shi went to Shanghai to participate in the organization

of communists initiated by Chen Duxiu 陳濁秀, Li Hanjun李漠俊and

their faction. By June, 1920, the assembly of communists in Shanghai,

including Shi himself, had been　established under the　name ｏｆ“The

Socialist Communist Party” 仕會共産黛.　Shortly thereafter, with the

support of Dai Jitao 戴季陶, who had been instrumental in Shi's conversion

to Marxism, Shi traveled to Tokyo for study. Acting in conjunction

with the communists in Shanghai, in Japan Shi engaged in underground

maneuvers for the communist movement in both China and Japan. These

activities resulted in an order for Shi's deportation issued by the Japanese

government at the end of 1921.

　　

This paper investigates Shi's activities in Shanghai and Japan using

newly discovered materials, including documents from the Ministry of

Foreign Affairs in Japan. ０ｎ the basis of these this paper brings to light

additional facts concerning the founding of the ＣＣＰ｡
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